
キャタピラージャパングループ退職者の皆様へ
２０２３年度版

団 体 総 合 生 活 保 険
の ご 案 内

“もしも”に備えて様々な補償をご⽤意しています。
日常生活の事故に備える

個人賠償責任

介護補償介護補償介護補償介護補償 携行品携行品携行品携行品

アルバトロス費用アルバトロス費用アルバトロス費用アルバトロス費用
ホールインワン・ホールインワン・ホールインワン・ホールインワン・

がん補償

住宅内
生活⽤動産

弁護士費⽤等
（人格権侵害等）

＊1 割引の詳細は「キャタピラージャパングループ団体総合⽣活保険のメリット」をご確認ください。

病気やケガに備える病気やケガに備える病気やケガに備える病気やケガに備える

医療補償医療補償医療補償医療補償
ケガに備える

傷害補償

保険期間開始後、⼀部の補償は補償の追加や保険⾦額の増額等の変更ができません。
補償の⾒直しは必ず上記期間内にお⼿続きください。
上記期間以外でご加入を希望される⽅は、最寄りのMHI保険サービスまでご連絡ください。

保険期間 ２ ２ 年 月１⽇ ２ ２ 年 月１⽇ １年 新 新

募集期間 ２ ２ 年２月１ ⽇ ２ ２ 年 月１ ⽇

保険料の
払込⽅法

ご 定の より ⽉ ⽇に引き とします（ 時払）。
※加入⽉の 々⽉に引き とし・ 関の 業⽇にあたるときには、 業⽇が引き とし⽇になります。

引受保険会社︓

代理店︓ MHI保険サービス株式会社

キャタピラージャパンキャタピラージャパンキャタピラージャパンキャタピラージャパングループ限定の福利厚生制度だからグループ限定の福利厚生制度だからグループ限定の福利厚生制度だからグループ限定の福利厚生制度だから、、、、

メリットがいっぱいメリットがいっぱいメリットがいっぱいメリットがいっぱい！！！！

最大

割引*1
32%

保険者 年
1 000

（ご ・ 者を ）
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キャタピラージャパングループ限定の福利厚生制度だから、メリットがいっぱい！
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２０２ 年１０月改定により
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改定 内

の 合
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質問１ 告知⽇（ご記入⽇）現在、病気や で入院中、または入院か をすすめられていますか。

質問 告知⽇（ご記入⽇）より １年以内に病気で、 続して１ ⽇以上の入院をしたことがありますか。

-4-
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に

募集の の 期の です
定 保 約 る

の す

①特定 病等不 保特約付帯の

② 告知の方法

のいずれかに がついてる場
合、特定 病不 保特約が付
帯されています。

質問1 2もしくは
について告知ください。

告知⽇および告知 名ください。

加⼊

にご加⼊の 定 保 約 る
現在の告知で 付きでお引 けとなっている方が対象です。
内 の に る に ご

定 保 約 の の

年 の 募集期間中に 告知を き、 の場合、
する 新契約

定 保 約 する です。

詳細は「健康状態告知書」をご確認ください。またお申 みにあたっては、「告知の大 さに関
するご案内」をご確認のう 、ご質問にご ください。

-5-
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２０２２年１０月改定により２０２２年１０月改定により２０２２年１０月改定により２０２２年１０月改定により
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の ス に する に 定 た
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改定 の

に する ご加⼊ た
の

に
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改定 内

の 合
た す

リープ・し よう等 し よう※1、 ※1、 ※1 し り う 、G スト、ギスト 、 ル イ 、 、 、
性 リープ リ ー ス）※2、病理 や細 での

化 の病気 変、 性 、 能 害（入院や を うもの）、 性 ルコール性 能 害、
ルコール性 ）、 ルコール性 、 、

の病気 性 性 患 、 気 、 性気 支 、 、じん 、けい 、間質性

の病気 性 能 害、 性 不 、 性 、

の イルス リ 、 イルス リ 、 性 を きます

状※3 しこり、 不 、 、 、下 、 、

※１「がん、上 内がん、または 」とは なる病気と された場合は「なし」となります。
※ 大 な とつの に 数の リープが 在する状態をいいます。
※ 「がん、上 内がん、もしくは 」とは なる病気と された場合、または の 状に対する （ ・ を みます）・ の 、告
知⽇時点で による （ ・ を みます）・ が している場合は「なし」となります。

質問１ までに「がん」または「上 内がん」と に されたことがありますか。 1

質問 告知⽇（ご記入⽇）より 年以内に以下のいずれかに したことがありますか。
①健康 ・人間 ックにおいて以下の を けた 、 もしくは の （要 ・要

・１年以内の要 をいいます。）を されたこと 2
② の の 、別表の病気や 、 状により 続して （ ・ を みます）・ を け
るように 導されたこと

詳細は「健康状態告知書」をご確認ください。またお申 みにあたっては、「告知の大 さに関するご案内」をご確認のう 、ご質問にご ください。

１「がん」または「上 内がん」に めて告知いただきたい病気の 、 2 上記は健康状態告知書の です。対象となる は「健康状態告知書」でご確認
ください。

- -
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※保険の対象となる方（被保険者）ご本人 1について年 3等の加入 がある補償があります。詳細は「補償 イン ップ（基本補償）」の ー を
ご確認ください。
1 加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。
2 人賠償責 、 品、 内生活用動 、 ールイン ン・ ル ト ス費用、弁護士費用等（人格権侵害等）をいいます。
3 団体契約の始期⽇時点の年 をいいます。

２ 保険の る 保険者 の
保険の対象となる方（被保険者）の範囲は、基本補償ごとの「 」により以下のとおりとなります。
※基本補償により、 可能な「 」が なります。「補償 イン ップ（基本補償）」の ー をご確認ください。

に する

※保険の対象となる方の続 は、傷害または損害の となった事 生時におけるものをいいます。
※ 人賠償責 において、ご本人 1が 年者または保険の対象となる方が責 能 者である場合は、 年者または責 能 者の 権者および

の の法定の 務者等も保険の対象となる方に みます（ 年者または責 能 者に関する事 に ります。）。
1 加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。

本人
補償（本人 以 ）

傷害補償 賠償・ ・費用に
関する補償 2

① ー パン ループの 者

② ①の方
のご

配 者、お 、ご 、
ご
①の方と されている
ご ・ 用人の方

本人
① ご本人 1
② ご本人 1の配 者
ご本人 1または の配 者の のご
ご本人 1または の配 者の別 の のお

保険の る 保険者 に

１ 保険の る 保険者 ご 1 ご加⼊ た る

1 加入依頼書等に「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。

本人
① ご本人 1
② ご本人 1の配 者
ご本人 1のお

【「保険の対象となる方（被保険者）について」における用 の解説】
（１）配 者 の をしていないが事 上 関 と の事 にある方および 上の性別が であるが 関 と ならない の 質を

る状態にある方を みます（以下の要 をす て たすことが書 等により確認できる場合に ります。 約とは なります。）。
① 1を すること ② により の 生活を送っていること

（ ） 等以内の または 等以内の をいいます（配 者を みません。）。
（ ） これまでに がないことをいいます。

1 上の性別が の場合は の関 を にわたり 続する をいいます。

- -
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日 ン

事故 ン 事故 険の セ

ン の 険の セ

ン （

で したり 害が生じた場合に保険 をお支払いします。

⼊
で入院 1したり 2を けた場合に保険 をお支払いします。

1 事 の⽇から１ ⽇を した の入院に対してはお支払いできません。また、１事 について１ ⽇を とします。
2 事 の⽇から１ ⽇以内に けた に ります。また、傷の や 等お支払いの対象 の があります。

で通院 3した場合に保険 をお支払いします。
3 事 の⽇から１ ⽇を した の通院に対してはお支払いできません。また、１事 について ⽇を とします。

険

- -

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

（ケガ の ）
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険

険

険
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保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

険

険

険

※損害 による 引は、 災 険補償特約には 用されません。
※ イプにつき、「 」または「 」の記載がある特約は ットしており、「 」の記載がある特約は ットしておりません。

1 「⽇ 生活 プ ン」の保険 は、保険の対象となる方ご本人の 別によって なります。表 の保険 は 別 （事務 事者、 生、 事
事者等、 別 以 ）の方を対象としたものです。 別 （自動 者、 設 業者、 業 業者、 業 業者、 ・ 業者、
・ ・ ・つる 品 業者）の方は、 お問い合わせ までご連 ください。

なお、 、 において、保険の対象となる方ご本人が 別 に するときは、 の方を保険の対象となる方ご本人とすることにより、保険 が
くなることがありますので、詳しくは お問い合わせ までご連 ください。

2 保険 のお支払い は、入院保険 ⽇ の１ （入院中の ）または （入院中以 の ）となります。
傷の や 等お支払いの対象 の があります。

保険期間 １年間
団体 引 、損害 による 引 １保険⾦ ・保険 （ ）

- -
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病気 ケガで ・ を 保険⾦をお い

⼊ 病気で入院したときに１⽇目から保険 をお支払いします。
※１ の入院について１ ⽇を とします。

病気で 1をしたときに保険 をお支払いします。
1 傷の 、 （ 、 ）、 等お支払いの対象 の があります。また、時期を じくして 2
以上の を けた場合には、いずれか１ の についてのみ保険 をお支払いします。

2 「時期を じくして」とは「 に入ってから るまで」をいいます。

病気や で を けたときに保険 をお支払いします。
※ を きます。 数 けた場合は、 の 始⽇から、 ⽇の間に１ のお支払いを とします。

⼊ で入院したときに1⽇目から保険 をお支払いします。
※１ の入院について１ ⽇を とします。

で 1をしたときに保険 をお支払いします。
1 傷の 、 （ 、 ）、 等お支払いの対象 の があります。また、時期を じくして 2
以上の を けた場合には、いずれか１ の についてのみ保険 をお支払いします。

2 「時期を じくして」とは「 に入ってから るまで」をいいます。

病気や で入院し、 院 、 院⽇の ⽇から１ ⽇以内に通院したときに保険 をお
支払いします。
※１ の入院 の通院について ⽇を とします。
※「傷害不 保特約」を ットされる場合は、 による入院 の通院に対しては保険 をお支払いしません。

病気や で 1を けたときに保険 をお支払いします。
※保険 のお支払いは定 払いです。被保険者が けた の に わる費用に応じて、 病入院保険

⽇ の１ １ をお支払いいたします。
1 対象となる については、「補償の概要等」をご確認ください。

⼊ がん、 病、 患等、 定の 人病で入院したときに１⽇目から保険 をお支払いします。
※１ の入院について１ ⽇を とします。

がん、 病、 患等、 定の 人病で 1や 2をしたときに保険 をお
支払いします。
1 傷の 、 （ 、 ）、 等お支払いの対象 の があります。また、時期を じくして 3
以上の を けた場合には、いずれか１ の についてのみ保険 をお支払いします。

2 を きます。 を 数 けた場合は、 の 始⽇から、 ⽇の間に１ のお支払い
を とします。

3 「時期を じくして」とは「 に入ってから るまで」をいいます。

- -

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

（病気 ケガ の ）
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保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

- -

保険期間 １年間
団体 引 、損害 による 引 １

本人 、加入 数 、 通
保険⾦ ・保険 （ ）

※保険 は、保険の対象となる方ご本人の年 3によって なります。
※ イプにつき、「 」または「 」の記載がある特約は ットしており、「 」の記載がある特約は ットしておりません。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年 3 が 以上 以下 の方に ります。

1 対象となる重大 については、「補償の概要等」をご確認ください。
2 による入院 の通院に対しては保険 をお支払いしません。
3 団体契約の始期⽇時点の年 をいいます。
更新契約の場合は、更新時の保険の対象となる方ご本人の年 が 以下とします。
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保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

保険

- -

※保険 は、保険の対象となる方ご本人の年 2によって なります。
※ イプにつき、「 」または「 」の記載がある特約は ットしており、「 」の記載がある特約は ットしておりません。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年 2 が 以上 以下 3の方に ります。

1 対象となる重大 については、「補償の概要等」をご確認ください。
2 団体契約の始期⽇時点の年 をいいます。
3 更新契約の場合は、更新時の保険の対象となる方ご本人の年 が 以下とします。

保険⾦ ・保険 （ ） 保険期間 １年間
団体 引 、損害 による 引 １

本人 、加入 数 、 通
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がんと 確定 1されたときに保険 （ 時 ）をお支払いします。なお、 続 契約で
に 確定されたがんが した の ・ や、新たながんが生じたときでも保険 を
お支払いします。 2
1 がんの 確定は、病理 により、 等によって されることを要します。
2 支払事 に した の 確定⽇から の⽇を めて１年以内であるときは保険 をお支払いできません。

- 4-

保険⾦をお い な い は の をご い

の
・ 保険⾦で ⽤
・ 上 病 な

保険期間 １年間
団体 引 、損害 による 引 １
※ご加入 数は１ のみです。

※保険 は、保険の対象となる方ご本人の年 1によって なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年 1が

以上 以下の方に ります。

1 団体契約の始期⽇時点の年 をいいます。

保険⾦ ・保険

がんと診断確定された場合*1に、保険金をお支払いします。

（ の の ）

た
保険

定 1 た
⼊ の に 保険 １
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保険 の
護保険 とは、 護保険法に基 く社会保険 をいい、 以上の は 加入

し 護保険 を支払う 務があります。これにより、 以上の方が 護が必要になった時に 定
の 護サービスを けることができます。

保険 の 保険者 加⼊者
護保険 における 要 は、下表のとおり、年 によって なります。

1 保険（ 健康保険・被用者保険）の加入者である必要があります。

保険 に る に
護保険 における要 護（要支 ）状態 は、下表のとおり、要支 および要 護に

けられており、さらに、要支 は つに、要 護は つに けられています。

年 以下 以上 以下 1 以上

被保険者 被保険者ではない 被保険者 １ 被保険者

対象

要 護、要支 状態が、
期がん・関 リ 等の加
に する 病（１
の特定 病）による場合に
定

を問わず以下の状態と
なったとき
要 護状態

（ たきり、認知 等で 護
が必要な状態）
要支 状態

（⽇ 生活に支 が必要な
状態）

や き上がり等の⽇ 生活上の基本 動 を自 で うことが可能であり、かつ の内 、
電話の 用等の ⽇ 生活動 を う能 もある状態。

１
⽇ 生活上の基本 動 については、 自 で うことが可能であるが、⽇ 生活動 の
や現在の状態の 化の により要 護状態となることの に するよう、 ⽇ 生活

動 について何らかの支 を要する状態。

２
要支 １の状態から、 ⽇ 生活動 を う能 がわずかに低下し、何らかの支 が必要
となる状態の人で、 な 護が必要な状態にあるが、 付の 用により、現状
び状態改 が まれる状態。

１
要支 の状態から ⽇ 生活動 を う能 がさらに低下し、 な 護が必要とな
る状態の人で、 の状態が 定していない状態や認知 能の 害等により 付の 用に
ついて な理解が である状態。

２ 要 護１の状態に加 、⽇ 生活動 についても な 護が必要となる状態。

要 護 の状態と して、⽇ 生活動 び ⽇ 生活動 の 方の 点からも し
く低下し、 な 護が必要となる状態。

要 護 の状態に加 、さらに動 能 が低下し、 護なしには⽇ 生活を ことが とな
る状態。

要 護 の状態よりさらに動 能 が低下しており、 護なしには⽇ 生活を ことが 不
可能な状態。

護補償（年 払 護）、
護補償（ 時 払 護） 通

- 5-

もしもの 護に て
保険 は
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0
0
80
120
1 0

5- 70-7 75-7 80-8

ス

【 】「 年 護保険事業状 告」（厚生 ）
「 年人 」（総務 ）をもとに東京海上⽇動にて

要 護・要支 認定者数および認定

月 の

加する 者 の
5 以上の
認知
患者数

2012年 2015年 2020年 2025年 2030年 20 0年
2 人517 人 02 人 75 人7 人802 人

【 】（ ）ダイヤ高 社会 団「 事と 護の と 護 に関する （ 27年3⽉）」をもとに東京海上⽇動にて

きながら 護を っている人の 護時間 護 始 （ ）、 の 年

0時間 1時間 2時間 3時間 時間 5時間

⽇ 1

⽇ 2

⽇ 1

⽇ 2

男
性

⼥
性

1 2時間

3 3時間

1 時間

7時間

護 始

0 200 00 00

性

性
護 始

期に たる に た る す

「 護保険だけでは不 」と じている人が 体の5 1 にの っており、
費用 での 配をしている方が くいます。

の る ー ーの活
る す

の

期

きながら 護を う場合、
に加 、 時間にわたる 護で

時間 にも大きな が生じます。

認知 患者数は年々 加することが まれます。
年 ス

（サービスのご案内をご ください）で
認知 の方ご本人やご を す

557

【 】（ ）生 保険文化 ン ー「 年 生活保 に関する 」

もしもの 護に て があると です。

護は 期間におよびます
・約 が 年以上
・ 護期間 1 1か⽉

年
約10

す

に

総 の ー 1 た

75 8 では約5人に1人が
要 護・要支 状態に

認
定
者
数

（ ）

（ 人）

に1

【 】（ ）生 保険文化 ン ー 「2021（ ）年 生 保険に関する
態 」をもとに東京海上⽇動にて

1年 10 0

1 2年 10 5

2 3年 12 310年
31 5

3 年 15 1

10年以上
17

期
1 1 月

月 の

【 】 「 2 年 業 基本 」
（総務 ）をもとに
東京海上⽇動にて

護で
事をやめたくないな

※ 護保険の自 ・ 護保険対象 の自費 費
【 】（ ）生 保険文化 ン ー「2021（ ）年 生 保険に関する 態 」をもとに東京海上⽇動にて

⽉々の自
8 3

【 】「 2 年 高 社会 書（概要 ）」（内 ）をもとに東京海上⽇動にて

1 事ありの⽇ 2 事なしの⽇

不明 3 0

3 2

350

175

期
1 1 月

総
約 0

護 を なくされた場合、
の年 が大きく

減 するリスクがあります。

護になったときの
費用が不 ・・・

- -
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の
の安心

ー な保険

事 の

の ー （ ）

年 の保険

年 払 護補償保険 （年 ） １ 、保険期間 １年間（2022 10 1 2023 10 1）
てん補期間 1 １ 年（１ 目の保険 支払基準⽇ 2まで）

※てん補期間 1中の保険 支払基準⽇ 2時点で、 護保険 に基 く要 護 以上から要 護 以下に している年 は保険 をお支払いしません。
の 年 以降のてん補期間 1中の保険 支払基準⽇ 2に、 要 護状態 3に している場合は、保険 のお支払いを します。この場合も、てん補
期間 1は1 目の保険 支払基準⽇ 2から通 した期間となります。
（ に保険 をお支払いした 、す に したため、 年以降 年間保険 をお支払いしていない場合、 の 年に別の理 で 要 護状態 3 に
し、 れが 続したとしても、 の の保険 のお支払いは 大 年 となります。）

※てん補期間 1中に した の保険 支払基準⽇ 2においては、保険 をお支払いしません。

1 １ 年 払 護補償保険 の保険 支払事 に した の⽇から して１ 年（１ 目の保険 支払基準⽇ 2まで）をいいます。
2 １ 目は に保険 を支払う き要 護状態 3に した⽇、 目以降は１ 目から数 て 年以降の毎年の応 ⽇をいいます。
3 護保険 に基 く要 護 以上の認定を けた状態をいいます。

1 目
保険 の支払
100

１年

2 目
保険 の支払
100

3 目
保険 の支払
100

要 護状態 3となり、
保険 のお支払 始

10 目
保険 の支払
100

保険 の
お支払

202 2 1 202 2 1 202 2 1 20 2 2 1

１年

2023 2 1に要 護 以上に し、 年以降の応 ⽇に要 護 以上に している場合
てん補
期間 1

1 目の保険
支払基準⽇ 2

2 目の保険
支払基準⽇ 2

3 目の保険
支払基準⽇ 2

10 目の保険
支払基準⽇ 2

- -

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

付き ⾦
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保険期間 １年間
てん補期間 1 １ 年（１ 目の保険 支払基準⽇まで）
団体 引 、損害 による 引 １
※ご加入 数は１ のみです。

※保険期間中の 護補償（年 払 護）から 護補償（ 時 払 護）への変更または 護補償（ 時 払 護）から 護補償（年
払 護）への変更はできません。

※保険 は、保険の対象となる方ご本人の年 2や性別によって なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年 2が、 以上 以下 3の方に ります。
1 年 払 護補償保険 の保険 支払事 に した の⽇から して１ 年（１ 目の保険 支払基準⽇まで）をいいます。
2 団体契約の始期⽇時点の年 をいいます。
3 更新契約の場合は、更新時の保険の対象となる方ご本人の年 が 以下とします。

- -

保険

保険

保険⾦ ・保険
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- -

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

⾦

の

保険連動
（ ）

保 険 連 動 は
保険連動 は

ご 保険 の

保険連動
（ ）

ご ・タ ⽅ の

の⽅の の

※「 護保険連動 （要 護 ）」の補償 イプは、現在 補償 イプにご加入の方の更新加入 用の補償となります。
新しい「 護補償（ 護保険連動 （要 護 ））」の補償 イプにご変更いただくか、 にご加入 みの補償を更新されるかご ください。
イプ変更をご の場合、加入依頼書をご提 いただきます。また、併せて健康状態の告知をいただきます。告知の内容によってはご の補償 イ
プへ変更いただくことができない場合もご います。 の場合はご加入中の補償 イプでの更新となります。
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- -

保険

保険

保険

保険期間 １年間
団体 引 、損害 による 引 １
※ご加入 数は１ のみです。

保険⾦ ・保険

※保険期間中の 護補償（年 払 護）から 護補償（ 時 払 護）への変更または 護補償（ 時 払 護）から 護補償（年
払 護）への変更はできません。

※保険 は、保険の対象となる方ご本人の年 1によって なります。
※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は、年 1が 以上 以下 2の方に ります。
1 団体契約の始期⽇時点の年 をいいます。
2 更新契約の場合は、更新時の保険の対象となる方ご本人の年 が 以下とします。

定の ２以 の
定 た 合

保険 １ ２
す

保険

保険

保険

⽤タ
こ らの イプは新規のお申 みは しています。すでにご加入いただいている方の更新のみお しております。
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ン セ

日 ン

保険期間 １年間、団体 引 、損害 による 引 １
※ご加入 数は１ のみです。

※弁護士費用等（人格権侵害等）の補償内容については、「補償の概要等」の「弁護士費用等（人格権侵害等）」をご確認ください。
※保険期間中に、弁護士費用等（人格権侵害等）が ットされた イプに変更することはできません。

保険⾦ ・保険

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

- -

保険

保険

での事故（ 外の を き
） 談 は 東京海上日動 い

談

保険の
な ⽅

相 ⽅東京海上日動

相 ⽅ の 談 は東京海上日動 お い︕

（ の の ）
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保険 ・保険 につきましては、「 人賠償責 」の ー をご ください。
保険⾦ ・保険

- -

内において、急 かつ な の事 により 人から を わされたり を
された場合、または名 ・プ イ ーの侵害、痴漢 1・ストー ー ・いじめ・

嫌がらせ 2等により を被った場合 3に、法 相談や相 との 等
を弁護士等に依頼することにより、弁護士費用または法 相談費用を したと
きに保険 をお支払いします。

・自 に かれ、大けがを ったが、相 が保険に加入しておらず何も対応してもら ないので、
損害賠償請求したい。

・電 内で痴漢 1され、 くて電 に れなくなってしまったため、相 に損害賠償請求したい。
・ もが で、 品を される、 される、 上で を記載される等のいじめを
け、不 になった。 のように対 す きか、弁護士に相談したい。

1 痴漢冤罪を 明するための弁護士費用等は対象 となります。
2 場でのいじめ・嫌がらせについては保険 をお支払いしません。
3 へ提 した被害 や の相談 への 等、 の事 を に 明できる場合にか ります。

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

弁護士費用等補償特約の 表 【ご 】
商 品 団体総合生活保険 保険

22年1月改定
の保険

22年10月改定
保険

2 年1月改定

約 約 約
⽇

約
⽇ 生活

約 約
⽇ 生活

体の
以

に る
加 1

⽤ （ ）

※ ・ ・ 等は対象 となります。
1 対人事 における 事事 の対応を う場合に ります。

この 表 には保険商品内容の てが記載されているわけではありません（被保険者の範囲等 にも なる点がご います。）の
で、あくまで としてご 用ください。また、必ず、『契約概要』やパンフレット等で保険商品 についてご確認ください。
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保険期間 １年間、団体 引 、損害 による 引 １
※ご加入 数は１ のみです。

保険⾦ ・保険

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

- -

ン

⽤ ン ⽤ セ

保険

保険

（ の の ）

保険

保険
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⽤動 （ の ）

保険期間 １年間、団体 引 、損害 による 引 １
※ご加入 数は１ のみです。

内生活用動 にご加入の場合は、傷害補償、 補償、がん補償、 護補償のいずれかにもご加入いただく
必要があります。

保険⾦ ・保険

- 4-

保険

保険

ー ン ン・ ⽤

保険期間 １年間、団体 引 、損害 による 引 １
※ご加入 数は１ のみです。

ールイン ン・ ル ト ス費用にご加入の場合は、傷害補償、 補償、がん補償、 護補償、 人賠償責
のいずれかにもご加入いただく必要があります。

保険⾦ ・保険

保険

保険

保険⾦をお い な 保険⾦をお い ない な い は の をご い

ー ン ン・ ⽤

⽤動 （ の ）
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⽇ の様 から の まで
東京海上⽇動のサービス体 なら です。

※サービスの内容は変更・中 となる場合があります。
※サービスのご 用にあたっては、 ループ会社・提 会社の 者が、「お名 」「ご連 」「団体名」等を確認させていただきますのでご 願います。

がんに関する 々なお みに、 な と ル ー
ル ー ーがお応 します。

者 2

院されるとき、 間 急 や 特 続き等、 連の
配の を ります。
2 の 院 送費用は、お にご いただきます。

の 急 の および 護 が、
緊急 相談に2 時間お電話で対応します。

案内
間・ ⽇の 付を っている 急病院や、
での りの 関等をご案内します。

約
々な の が、 約 で

な ・健康電話相談をお けします。

ス
お電話にて に関するご相談に応じます。
また、 間の 急 関や りの 関をご案内します。

付 時 間 1 2 時間3 5⽇
0120 0 110

ス

ー・社会 士・ 護 等が、 護保険 の内容や 用 続、 護サービス
の や特 、 護 設の入 続、認知 への対 法といった 護に関するご相談に電話で
お応 します。
認知 のご不 に対しては、 の を けた「もの れ ックプ 1」をご 用いただく
ことも可能です。
1 お電話でいくつかの ン ートにお いただき、 の に基 いて、 のおすすめや 関の
ご案内等を います。

0120 2

1 約 相談は、事 約が必要です（ 約 付は、
2 時間3 5⽇）。

法 ・ 務・社会保険に関するお電話でのご相談や
毎⽇の らしに つ をご提供します。

ーサ ー

年 等の社会保険について提 の社会保険 務士がわかりやすく
電話でご説明します。
※社会保険 務士のス ールとの関 でご までに数⽇かかる場合があります。

保険に する

サイト「 護 ット ーク」を通じて、 護の
方や 護保険 等、 護に関する 々な

をご提供します。

ー ー レス

「 事代 」「 事 配」「リフ ー 」「 り・緊急通 ス 」「 」「 人 ー ・高 者 」「 リ フリー 」といったご高 の方の生活を
支 る サービスについて でご 用いただける事業者をご します。 3
※お まいの によってはご 用いただけなかったり、 を できないサービスもあります。
2 本サービスは、サービス対象者（「ご ください」をご ください。）に りご 用いただけます。
3 サービスのご 用にかかる費用については、お にご いただきます。

付 時 間
いずれも
⽇ ⽇、

年 年始を く

提 の弁護士等が の りの法 や に関するご相談に電話でわかりやすくお応 します。また、 ー ー を通じて、法 ・ 務に関するご相談を2 時
間電 ールで け付け、弁護士等の が電 ールでご します。
ー ー レス -

※弁護士等のス ールとの関 でご までに数⽇かかる場合があります。

ル ・レ ー ・ に関する ・ スクール 等、
らしに つ 々な を電話でご提供します。

サービス 2

ー サービス

の 提供

-25-

サービスのご案内

お電話にてご高 の方の生活支 や 護に関するご相談に応じ、
でご 用いただける サービスをご します。

・電話 護相談 時 5時
・ サービス 時 5時

付 時 間
いずれも
⽇ ⽇、

年 年始を く

・法 相談 10時 時
・ 務相談 2時 時
・社会保険に関する相談 10時 時
・ らしの 提供 10時 時

0120 2 110
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る
にご加⼊ た た 合

いじめや嫌がらせ、痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたとき等に、対応方法について
提 の弁護士にお電話にてご相談いただけます。

※本サービスは保険の対象となる方に りご 用いただけます。
※ 務 に関する および 場における嫌がらせによる は対
象 です。

※いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤルは問 解 のご支 を うためのもので、す
ての問 解 を保 するものではありません。

いじめや嫌がらせ等の被害に関する対応方法（加害者への損害賠償請求、
弁護士からの文書送付等）について弁護士に電話で相談できます。
※弁護士のス ールとの関 でご までに数⽇かかる場合があります。

る 内
以下のいずれかの による に対する相談を対象とします。
・いじめ ・嫌がらせ ・痴漢 ・ストー ー
・自 、名 、プ イ ーまたは 権の侵害

に する サービス
痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたときに、 の ー や 等から、
の場での対応方法について弁護士に電話で相談できます。
なお、弁護士との および事 現場への けつけを うものではありません。
※い という場合にす に弁護士にご相談いただけるよう、 帯電話等にフリー
ダイヤルの をご いただくことをおすすめします。

に する サービス

・いじめ、嫌がらせ等に関する相談サービス
10時 時

0120 00
・痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス

7時30 時30
5時 10時

0120 10 0

付 時 間
いずれも
⽇ ⽇、

年 年始を く

・ご相談のご 用は、保険期間中（認知 護電話相談については、てん補期間中も みます。）にご相談内容の事 が 生しており、かつ現在に るまで保険契
約が 続している場合に ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は きます。）、または れらの方の配 者 1・ご 2の方（以下サービス対象者といい
ます。）のう 、いずれかの方に⽇本 内で 生した の りの事象（事業活動等を きます。）とし、サービス対象者からの の相談に ります。
・ の ではご 用いただけないサービスもあります。
・ サービスは、東京海上⽇動が ループ会社または提 会社を通じてご提供します。
・ ル スト、 護 ストの電話相談および認知 ストは を うものではありません。また、ご案内した 関で された場合の費用はお
のご となります。
1 の をしていないが事 上 関 と の事 にある方および 上の性別が であるが 関 と ならない の 質を る状態にある方を みます。 約とは な
ります。
2 等以内の または3 等以内の をいいます。

ご サービス
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の に るの に るの に るの に る

告知の大切さについて、
ご説明させてください。

補償・団体 期 害 補償（G ）・ 補償・がん補償・ 護補償に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容を ップされる場合 1には、保
険の対象となる方（被保険者）について健康状態の告知が必要です。
1 更新 契約に補償対象 となる病気・ 状が設定されており、告知書ご記入⽇時点で、告知書記載の質問す てのご が「なし」となる場合を みます（更新
契約については補償対象 となる病気・ 状を補償対象にすることができます。告知書にご がない場合には、更新 契約と での更新となります。）。

※ 補償またはがん補償で イプにご加入される場合には、保険の対象となる方（被保険者）ご本人の か、配 者 や 23 のお についても告知が必要です。

の なる が りのままにが りのままにが りのままにが りのままに
の が し な にの が し な にの が し な にの が し な に が り た なり た なり た なり た な が りま

し る が し

の の る の が
にの る で の の の の なる

る きに からの た が の したう で で た ま
に た た に り た な が りま

に た が るに た が るに た が るに た が る できな が りま
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た の りでた の りでた の りでた の りで

① 入院または の （ 定を みます。）
② 告知書記載の特定の病気・ 状に関する、 年以内の の
による ・ （ の を みます。）の

年以内の健康 ・人間 ックにおける 定の の の
等

た によ なりま ので し の

の ース が なりま

現在、 に入院や をすすめられている。
年以内に告知書記載の特定の病気について

の による を けていたが、現在は している。
年以内の健康 における告知書記載の で

「要 」と をされたが、 の 、
は つからなかった。

※ のな の で が ー り た き に し
※ ン ー ト により き る へ る にか 上に し
また の の の

の の に の した ので
に る ≪ ≫まで 連絡

の よ た きの よ た きの よ た きの よ た き

たな への の たに が なる の た きた 事 が りま し
事

き 日 た に ≪ ≫まで 連絡

に の る日より
に る また し る日 に

た に の が の また で たり し た た
で の ならな が りま た し の る日から
した に した に の なりま
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新 にご加⼊の 合、および のご加⼊内 に る 合は、下記 のご案内に ってご記入ください。
※ のご加⼊内 内 に る 合は、 項目の印 を 重 で し、変更 の内容を 内に印 と
重ならないようにご記入ください。

※本契約は自動更新です。 新 合は にご記入・ご 名のう 、加入依頼書をご提 いただく必要があります。
については れなく記入し、印 されている場合は印 内容が しいことをご確認ください。

加入依頼書は、保険の対象となる方（被保険者）ご本人１名につき１ 必要となります。保険の対象となる方（ご本人）の
人数に応じて、必要 数を お問い合わせ までお申 ください。

※下記加入依頼書はイ ー です。 の加入依頼書や募集内容とは なる場合があります。

の記

00 00 00 00 00 00

- -
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ー
01 本人 07
02 配 者 08 の
03 10 用 法人
0 11 用 人事業
05 12 業
0 の

ー
010 事務 0 0 設 業者
020 業 070 事 事者
030 自動 者 080 生
0 0 業者 0 0 者
050 加 業者 0 の
「 の 」の場合は加入依頼書 の記入 に
具体 にご記入ください。

「ご記入⽇」 必ず記入してください。

加入のお申 みをされるお 【ご加入者】 「ご
」、「お名 」の「 」・「漢 」、

「電話 」、「生年⽉⽇」、「性別」等の必要事項
をご記入ください。
※「電話 」と「 」には イフンを入れてく
ださい。

フル ー の自 をお願いします。

「ご のお 続き」に○をしてください。

保険の対象となる方【被保険者】
「本人のお名 」、「生年⽉⽇」、「性別」
ご加入者と じ場合
「ご加入者と じ」に○をし、 項目のご記入は

不要です。
ご加入者と なる場合
項目をご記入ください。

保険の対象となる方【被保険者】
「本人のご 」
ご加入者と じ場合
「ご加入者ご と じ」に○をし、「本人のご
」のご記入は不要です。
ご加入者と なる場合
「本人のご 」をご記入ください。

「加入者からみた続 」
「続 コー 」表より するコー をご記入ください。
「 の保険契約等」

がある場合は、「あり」に○をし、加入依頼書
に内容をご記入ください。

傷害補償にご加入の場合のみ
「 業・ 務」 1、「 別」 2
※ 通事 傷害 険のみ補償特約、 ルフ中の傷害 険のみ補償特
約が ットされた イプにご加入の場合は記入不要です。

補償にご加入の場合のみ
「 業・ 務」 1、「基本 別」 2
1 「 業・ 務コー 」表より するコー をご記入ください。
2 パンフレット等でご確認ください

がん補償にご加入の場合のみ
がん補償で被保険者本人の保険 人をご自 被保険者本人
以 の方に 定する場合は「がん保険 人 名 」、および
「被保険者本人からみた 人の続 」を「続 コー 」表記載のコー
にてご記入ください。

ご加入いただく「 イプ」 数募集の場合は「 数」 をご記入ください。

「被保険者・１ 保険 」
被保険者ごとの１ の保険 をご記入ください。
「加入者・１ 合 保険 」
加入者ごとの１ の保険 をご記入ください。
※被保険者明細が 数 の場合は、合 した保険 をご記入ください。

健康状態告知「 記入 ・ 名 」
・ 「健康状態告知書」 にご記入、ご 名 自 ください E「加入依頼書」に されます。 。
・下記の 補償に新規ご加入の場合、または健康状態告知が必要となる場合 「告知の大 さに関するご案内」 にてご確認ください。 にのみ、
ご記入・ご 名 自 ください の の場合は記入不要です。 。

補償・団体 期 害 補償 質問１ の ・告知⽇・自
補償・がん補償 質問１ の ・告知⽇・自

護補償 質問１の ・告知⽇・自
※ 護補償のみに団体 のご （配 者、 供、 、 および の ）を保険の対象となる方（被保険者）としてご加入いただく場合、被
保険者からのご依頼を けた団体 が被保険者の健康状態を確認したう で、代理で告知することができます（この場合は、団体 がご 名くださ
い。）。ただし、告知内容が しくない場合には、ご契約が解 され、保険 をお りいただけないことがありますので、ご ください。

※被保険者（本人または イプのお ）が １ の場合には、 権者・ 人等 人・保 人・補 人 の代表者１名が の合 を
たう で、被保険者に代わってご 名ください。 権者

った記入やあらかじめ印 されている内容を 重 で 、 しい内容をご記入のう 、 名 自 または 印をお願いします。

ー
01 本人 07
02 配 者 08 の
03 10 用 法人
0 11 用 人事業
05 12 業
0 の

ご記 ⽅ のご

- -
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保険期間 １年

1 とは、「急 かつ な の事 」により被ったものをいい、 には、 スまたは 質による急性中 を みます。ただし、細 性 中 および イ
ルス性 中 は みません。なお、 業病、 ス のような急 性、 性、 性のいずれかまたはす てを く ースについては、保険 のお支払対象となり
ませんのでご ください。

2 通事 等とは以下のものをいいます。
中の 通 用具 との 、 等の 通事 中の 通 用具 に している間の事 として の改 を入ってから るまで

の 内における事 業 としてのみ 用されている 用自動 との 通 中の 、 等の事 通 用具 の火災による事 等
3 ルフの 、 または 導に付 して ルフ場、 ルフ 場 内で通 われる更 、 、 事、入 等の を みます。
自 、自動 、電 、 ス、 、 等をいいます（ 体 害者用の いすも みます。）。

保険 のお支払対象となっていない 体に生じた 害の 等によって、保険 を支払う き の が重大となった場合は、東京海上⽇動は、 の がなかった
ときに相 する をお支払いします。詳細は、 お問い合わせ までご連 ください。

※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、
お問い合わせ までご連 ください。

内 の の に 保険の る 1 た 合に保険 す た 約 る 合 以
す

険の
約 る 合

内 の 2に 保険の る 1 た 合に保険 す

の 険の
約 る 合

内 の 内 の た に の に
保険の る 1 た 合に保険 す

団体総合生活保険 の

保険

事 の⽇から の⽇を めて１ ⽇以内に た 合
・ 害保険 の をお支払いします。

※１事 について、 に支払われた 害保険 がある場合は、 ・ 害保険 から に支払われた を し引いた
をお支払いします。

害
保険

事 の⽇から の⽇を めて１ ⽇以内に 体に 生 た 合
害の に応じて ・ 害保険 の １ をお支払いします。

※１事 について ・ 害保険 が となります。

入院保険

等の を必要とし、事 の⽇から の⽇を めて１ ⽇以内に⼊ た 合
入院保険 ⽇ に入院した⽇数（ ⽇数）を じた をお支払いします。ただし、事 の⽇から の⽇を めて１ ⽇を した
の入院に対してはお支払いできません。また、お支払対象となる「入院した⽇数」は、１事 について１ ⽇を とします。

※入院保険 が支払われる期間中、さらに別の をされても入院保険 は重 してはお支払いできません。

保険

を目 として、 保険 に 点 に の 定 る 1 た
2に する 定の た 合

入院保険 ⽇ の１ （入院中の ）または （入院中以 の ）の をお支払いします。ただし、１事 について事
の⽇から の⽇を めて１ ⽇以内に けた １ に ります。 3

1 傷の や 等お支払いの対象 の があります。
2 「 」とは、 保険 に定められる のう 、厚生 大 が定める （ ごとに厚生
大 が定める 設基準に 合する病院または 等において われるものに ります。）をいいます（詳細については厚生
の ー ー をご ください。）。なお、 を けた⽇現在、 保険 の 付対象になっている は と

はみなされません（保険期間中に対象となる は変動する可能性があります。）。
3 １事 に基 く に対して入院中と入院中以 の 方の を けた場合には、入院保険 ⽇ の１ の のみお支払いし
ます。

通院保険

等の を必要とし、事 の⽇から の⽇を めて１ ⽇以内に す た 合
通院保険 ⽇ に通院した⽇数（ ⽇数）を じた をお支払いします。ただし、事 の⽇から の⽇を めて１ ⽇を した
の通院に対しては、お支払いできません。また、お支払対象となる「通院した⽇数」は、１事 について ⽇を とします。

※入院保険 と重 してはお支払いできません。また、通院保険 が支払われる期間中、さらに別の をされても通院保険 は重 し
てはお支払いできません。

※通院しない場合であっても、 等の により 定の にギプス等 1を 時 した⽇数についても、「通院した⽇数」に みま
す。
1 ギプス・ スト、ギプス ー 、ギプス ーレ、 ・ ー ・スプリント 定、 定 、 スト、 レース、 等お
よび ー ストをいいます。

約 保険 する 合

- -
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約 保険 合

・ またはこれらによる によって生じた 1
・保険の対象となる方の または によって生じた
・保険 の 人の または によって生じた （ の方が け る き ）
・保険の対象となる方の 、自 または 罪 によって生じた
・ をしている場合に生じた
・ 患、 病または によって生じた
・ 、 、 または によって生じた
・ 等の （保険 が支払われる を する場合を きます。）によって生じた
・自動 等の 用具を用いて 、 、 場でのフリー 等を っている間に生じた事 によって被った
・ う や 等で、 のないもの

等
険の 約 合の

・ ッ ル等の 用具を 用する はん、 ン イダー 等の 険な 動等を っている間に生じた事 によって被った
・ ート イ・自動 、自 、 者、プ クサー等の 険な 業に 事している間に生じた事 によって被った

等
険の 約 る 合の

・ イダ 、 、 動 、 イ プレーン等に している間に生じた事 によって被った
・ 務として 等の み 業、 し 業または 理 業をしている間の の 業による
・ 務として 通 用具の 理、点 、 、清 をしている間の の 業による
・ めて かつ 険な方法で 通 用具に している間の

等
の 険の 約 る 合の

・パ ー ルフ等 ルフ のス ー
等

1 「 災 険補償特約」を ットしている場合は、 ・ 火またはこれらによる によって生じた に対しても保険 をお支払いします。

- -
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に 保険の る ⼊ た 合 た に る⼊ す に保険
す

この補償については、 に対する補償はありません。
保険 のお支払対象となっていない 体 害の 等によって、保険 を支払う き 体 害の が重大となった場合は、東京海上⽇動は、 の がなか
ったときに相 する を支払います。詳細は、 お問い合わせ までご連 ください。

※「１ の入院」とは のいずれかに する入院をいいます。
・入院を 始してから 院するまでの 続した入院
・ 院 、 の⽇を めて１ ⽇を した⽇までに 入院した場合で、 の 入院が の入院の となった病気や （ 上重要な関 がある病気や
を みます。）によるものであるときは、 入院と の入院を合わせた入院

※「重大 」とは以下の をいいます。ただし、 ・ ・ は きます（「重大 の支払 変更に関する特約」が自動 ットされています。）。
①がんに対する ・ ・ および
② 、 内 、

・大動 ・大 ・ 動 ・ 動 への ・
⽇本 内で われた、 ・ ・ ・ ・ の 体または の

※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

保険 する 合

補償基本特約

病入院保険

病気によって 等の を必要とし、かつ、保険期間中に の のため入院を 始し、 の入院の⽇数が 病入院 責⽇
数 1を た場合

病入院保険 ⽇ に入院した⽇数（入院⽇数 病入院 責⽇数 1）を じた をお支払いします。
ただし、１ の入院について、 病入院保険 支払 ⽇数 2を （ 病入院 責⽇数 1は みません。）とします。
※ 病入院保険 が支払われる入院中、さらに別の病気をされても 病入院保険 は重 してはお支払いできません。
1 保険 をお支払いしない⽇数として、契約により り めた 定の⽇数のことをいい、この契約では ⽇となり、１⽇目から保
険 をお支払いします。

2 １ の入院に対して保険 をお支払いする ⽇数として、契約により り めた 定の⽇数のことをいい、この契約では
１ ⽇となります。

補償基本特約

病 保険

病気の のため、保険期間中に 保険 に 点 に の 定
る 1 た 合
以下の をお支払いします。

①重大 （詳細は ご ） 病入院保険 ⽇ の
②①以 の入院中の 病入院保険 ⽇ の１
①および②以 の 病入院保険 ⽇ の
1 傷の 、 （ 、 ）、 等お支払いの対象 の があります。また、時期を じくして 2 以上の

を けた場合には、いずれか１ の についてのみ保険 をお支払いします。
2 「時期を じくして」とは「 に入ってから るまで」をいいます。

補償基本特約

保険

病気や の のため、保険期間中に 保険 に 点 に の 定
る 1 た 合

病入院保険 ⽇ の１ の をお支払いします。
1 を きます。お支払対象となる を 数 けた場合は、 の 始⽇から、 ⽇の間に１ の支
払を とします。

補償基本特約

傷害入院保険

によって 等の を必要とし、かつ、保険期間中に の のため入院を 始し、 の入院の⽇数が傷害入院 責⽇
数 1を た場合
傷害入院保険 ⽇ に入院した⽇数（入院⽇数 傷害入院 責⽇数 1）を じた をお支払いします。
ただし、１ の入院について、傷害入院保険 支払 ⽇数 2を （傷害入院 責⽇数 1は みません。）とします。
※傷害入院保険 が支払われる入院中、さらに別の をされても傷害入院保険 は重 してはお支払いできません。
1 保険 をお支払いしない⽇数として、契約により り めた 定の⽇数のことをいい、この契約では ⽇となり、１⽇目から保
険 をお支払いします。

2 １ の入院に対して保険 をお支払いする ⽇数として、契約により り めた 定の⽇数のことをいい、この契約では
１ ⽇となります。

補償基本特約

傷害 保険

の のため、保険期間中に 保険 に 点 に の 定
る 1 た 合
以下の をお支払いします。

①重大 （詳細は ご ） 傷害入院保険 ⽇ の
②①以 の入院中の 傷害入院保険 ⽇ の１
①および②以 の 傷害入院保険 ⽇ の
1 傷の 、 （ 、 ）、 等お支払いの対象 の があります。また、時期を じくして 2 以上の

を けた場合には、いずれか１ の についてのみ保険 をお支払いします。
2 「時期を じくして」とは「 に入ってから るまで」をいいます。

院 通院保険 特
約

院 通院保険

保険期間中に 病入院保険 または傷害入院保険 が支払われる入院をし、 院した 、 の病気や によって 等の
を必要とし、かつ、以下のような通院をされた場合
入院の となった病気や の のための通院（ を みます。）であること
院⽇の ⽇から の⽇を めて１ ⽇以内に われた通院であること
院 通院保険 ⽇ に通院⽇数（ ⽇数）を じた をお支払いします。

ただし、１ の入院 の通院について、 ⽇を とします。
※ 病入院保険 または傷害入院保険 と重 してはお支払いできません。また、 つ以上の病気や のために１ の通院を
した場合は、１ の通院とみなし、保険 は重 してはお支払いできません。
※「傷害不 保特約（ 院 通院保険 用）」を ットしている場合は、 による入院 の通院は保険 のお支払対象となり
ません。
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※「１ の入院」とは のいずれかに する入院をいいます。
・入院を 始してから 院するまでの 続した入院
・ 院 、 の⽇を めて１ ⽇を した⽇までに 入院した場合で、 の 入院が の入院の となった病気や （ 上重要な関 がある病気や

を みます。）によるものであるときは、 入院と の入院を合わせた入院

特約

保険

病気や によって、保険期間中に た 合に、 の に る費用に応じて 病入院保険 ⽇ の10
10 の をお支払いします。

保険 は、 の 式によって した となります。

※「 」とは、 保険 に定められる のう 、厚生 大 が定める （ ごとに厚生
大 が定める 設基準に 合する病院または において われるものに ります。）をいいます（詳細については厚生
の ー ー をご ください。）。なお、 を けた⽇現在、 保険 の 付対象になっている は
とはみなされません（保険期間中に対象となる は変動する可能性があります。）。

人病 加支払特約

人病入院保険

人病（ 性新生 （がん） 1、 病、 患、高 性 患、 患）によって 等の を必要とし、かつ、
保険期間中に の のため入院を 始し、 の入院の⽇数が 病入院 責⽇数 2を た場合

病入院保険 ⽇ に入院した⽇数（入院⽇数ー 病入院 責⽇数 2）を じた をお支払いします。
ただし、１ の入院について、 病入院保険 支払 ⽇数 3を （ 病入院 責⽇数 2は みません。）とします。

※ 人病入院保険 が支払われる入院中、さらに別の 人病となっても 人病入院保険 は重 してはお支払いできません。

人病 加支払特約

人病 保険
・
人病 保

険

人病（ 性新生 （がん） 1、 病、 患、高 性 患、 患）の のため、保険期間中に
保険 に 点 に の 定 る

た 合
以下の をお支払いします。

・ 人病 保険 ・入院中の 病入院保険 ⽇ の１
・ 人病 保険 ・入院中以 の 病入院保険 ⽇ の
・ 人病 保険 病入院保険 ⽇ の１

人病 加支払特約

1 補償対象となる「 性新生 （がん）」とは以下のものをいいます。がんの 確定は、病理 により、 等に
よって されることを要します。

2 保険 をお支払いしない⽇数として、契約により り めた 定の⽇数のことをいい、この契約では ⽇となり、１⽇目から保
険 をお支払いします。

3 １ の入院に対して保険 をお支払いする ⽇数として、契約により り めた 定の⽇数のことをいい、この契約では
１ ⽇となります。
傷の 、 （ 、 ）、 等お支払いの対象 の があります。また、時期を じくして 以上の

を けた場合には、いずれか１ の についてのみ保険 をお支払いします。
5 を きます。お支払対象となる を 数 けた場合は、 の 始⽇から、 ⽇の間に１ の支
払を とします。
「時期を じくして」とは「 に入ってから るまで」をいいます。

保険 の 病入院⽇ の に る費用に応じて
【別表】に定める

の に る費用 の に る費用 の に る費用 の に る費用

10 以下 10 0 70 以下 70 1 0 1 0 以下 150 350 00 以下 3 0

10 20 以下 20 70 80 以下 80 1 0 180 以下 170 00 50 以下 10

20 30 以下 30 80 0 以下 0 180 200 以下 1 0 50 500 以下 0

30 0 以下 0 0 100 以下 100 200 250 以下 210 500 550 以下 510

0 50 以下 50 100 120 以下 110 250 300 以下 2 0 550 00 以下 5 0

50 0 以下 0 120 1 0 以下 130 300 350 以下 310 00 10

※ 特約 【別表】

性新生 および上 内新生 のことをいい、具体 には、厚生 大 「 病、傷害 び の
提要 10（2013年 ）準 」および「 病 （ ） （2012年改 ）」

に定められた内容によるものとします。 性 である 、 および 等は、この保険の補償対象となりません。
なお、「 病、傷害 び の 提要」または「 病 」において、新たな が された場合で、新
たに「 性新生 」または「上 内新生 」に された 病があるときには、 の 病を補償対象に みます。
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保険 合
・ またはこれらによる によって生じた病気や 1
・保険の対象となる方の または によって生じた病気や
・保険 の 人の または によって生じた病気や （ の方が け る き ）
・保険の対象となる方の 、自 または 罪 によって生じた病気や
・ をしている場合に生じた病気や
・ 害を とする事 によって被った
・ 、大 、あへん、 せい 、 険 ッ 、 ン ー等の 用によって生じた病気や
・ ルコール依 および 依
・ う や 等で、 のないもの
・この保険契約が 続されてきた の保険契約（ 年 契約といいます。）の保険始期時点で、 に被っている病気や 2 3

等

1 した保険の対象となる方の数の 加が、この保険の の基 に す が ない場合は、 の に応じ、保険 の をお支払いすること
や、 の を削減してお支払いすることがあります。

2 年 契約の保険始期時点で、 に被っている病気や についても、 年 契約の保険始期⽇から１年を した に保険 支払事 に し
たときは、保険 のお支払対象となります。

3 病気や を しく告知いただいていた場合であっても、保険 のお支払対象とならないことがあります。

- 5-
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【ご 】 年 契約の保険始期 にがんと 確定されていた場合は、ご加入者、保険の対象となる方または保険 人の の事 の知、不知にかかわら
ず、ご加入は となり、保険 をお支払いできません（この場合、お支払いいただいた保険 を できないことがあります。）。

保険の る 1 定 た 合に保険 す
この補償については、 に対する補償はありません。
がん 1と 確定されたときに、がん 1以 の 体に生じた 害の 等によって、がん 1の病状が重大となった場合は、東京海上⽇動は、 の がなかった
ときに相 する を支払います。詳細は、 お問い合わせ までご連 ください。
1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの 確定は、病理 により、 等によって されることを要します。

性新生 および上 内新生 のことをいい、具体 には、厚生 大 「 病、傷害 び の 提要 10
（2013年 ）準 」および「 病 （ ） （2012年改 ）」に定められた内容によるものとします。 性 で
ある 、 および 等は、この保険の補償対象となりません。
なお、「 病、傷害 び の 提要」または「 病 」において、新たな が された場合で、新たに「 性新生 」または
「上 内新生 」に された 病があるときには、 の 病を補償対象に みます。

※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

がん補償基本特約

がん 保険

保険期間中に以下のいずれかの状態に した場合
めてがんと 確定された場合

この保険契約が 続契約である場合において、この保険契約が 続されてきた の保険契約（ 年 契約）から 続 契
約までの連続した 続契約のいずれかの保険期間中に に 確定されたがん（ がん）を したことにより、がんが認めら
れない状態となり、 の めてがんが または したと 確定されたとき

がんとは関 なく、がんが新たに生じたと 確定された場合
がん 保険 をお支払いします。
ただし、がん 保険 のお支払いは、保険期間を通じて１ に ります。また、支払事 に した の 確定⽇から
の⽇を めて１年以内であるときは、がん 保険 をお支払いできません。

保険 する 合

- -
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保険の る 保険期 に 保険 に 以 の 定 た た 合に に 1 た の⽇
年１ の⽇ １ 年 １ に た 保険 す

この補償については、 に対する補償はありません。
保険 のお支払対象となっていない 体 害の 等によって、保険 を支払う き要 護状態 1の が重大となった場合は、東京海上⽇動は、 の が
なかったときに相 する をお支払いします。詳細は、 お問い合わせ までご連 ください。

1 護保険 に基 く要 護 以上の認定を けた状態をいいます。

※保険期間の 始時以降に 護保険 の改 が われた場合には、 の の改 の内容または 等に応じ、この保険契約の保険期間の 始時点にお
いて な 護保険 に基 く要 護 以上に相 すると認められる状態を要 護状態とみなします。

※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

年

・ １ 年 払 護補償保険
保険期間中に 護保険 に基 く要 護 以上の認定を けた状態となった場合
年 払 護補償保険 をお支払いします。

・ 以 年 払 護補償保険
に １ 年 払 護補償保険 が支払われた場合で、てん補期間 1中の保険 支払基準⽇ 2ごとに、保険の対象となる方が要 護状態 3に
しているとき
年 払 護補償保険 をお支払いします。
※てん補期間 1中の保険 支払基準⽇ 2時点で、 護保険 に基 く要 護 以上から要 護 以下に している年 は保険 をお支
払いしません。 の 年 以降のてん補期間 1中の保険 支払基準⽇ 2に、 要 護状態 3に している場合は、保険 のお支払いを
します。この場合も、てん補期間 1は１ 目の保険 支払基準⽇ 2から通 した期間となります。

（ に保険 をお支払いした 、す に したため、 年以降 年間保険 をお支払いをしていない場合、 の 年に別の理 で 要 護状
態 3 に し、 れが 続したとしても、 の の保険 のお支払いは 大 年 となります。）

上記にかかわらず、保険の対象となる方がてん補期間 1中に した の保険 支払基準⽇ 2においては、保険 をお支払いしません。

1 １ 年 払 護補償保険 の保険 支払事 に した の⽇から して10年（10 目の保険 支払基準⽇ 2まで）をいいます。
2 １ 目は に保険 を支払う き要 護状態 3に した⽇、 目以降は１ 目から数 て 年以降の毎年の応 ⽇をいいます。
3 護保険 に基 く要 護 以上の認定を けた状態をいいます。

約 年 約 保険 する 合

約 年 約 保険 合
・ またはこれらによる によって生じた要 護状態 1
・保険の対象となる方の または によって生じた要 護状態
・保険 の 人の または によって生じた要 護状態（ の方が け る き ）
・保険の対象となる方の 、自 または 罪 によって生じた要 護状態
・ をしている間の事 により生じた要 護状態
・ 、大 、あへん、 せい 、 険 ッ 、 ン ー等の 用によって生じた要 護状態
・ ルコール依 および 依 によって生じた要 護状態
・ 性 患によって生じた要 護状態
・ のない う や 等によって生じた要 護状態
・この保険契約が 続されてきた の保険契約（ 年 契約といいます。）の保険始期時点で、 に被っている病気や 等による要 護状態 2 3

等

1 した保険の対象となる方の数の 加が、この保険の の基 に す が ない場合は、 の に応じ、保険 の をお支払いすること
や、 の を削減してお支払いすることがあります。

2 年 契約の保険始期時点で、 に被っている病気や 等による要 護状態についても、 年 契約の保険始期⽇から１年を した に 始
した要 護状態 については、保険 のお支払対象となります。

3 要 護状態の が告知対象 の病気や であったり、 しく告知いただいていた場合であっても、保険 のお支払対象とならないことがあります。
護保険 に基 く要 護 以上の認定を けた状態をいいます。

- -
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保険の る 保険期 に 保険 に 定の の 定 た た 合 に保険 す
この補償については、 に対する補償はありません。
保険 のお支払対象となっていない 体 害の 等によって、保険 を支払う き要 護状態の が重大となった場合は、東京海上⽇動は、 の がな
かったときに相 する をお支払いします。詳細は、 お問い合わせ までご連 ください。

※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

保険期間中に 護保険 に基 く要 護 以上の認定を けた状態となった場合

護補償保険 の をお支払いします。
ただし、保険の対象となる方１名につき１ に ります。

保険期間中に 護保険 に基 く要 護 以上の認定を けた状態となった場合

護補償保険 の をお支払いします。
ただし、保険の対象となる方１名につき１ に ります。

保険 する 合

・ またはこれらによる によって生じた要 護状態 1
・保険の対象となる方の または によって生じた要 護状態
・保険 の 人の または によって生じた要 護状態（ の方が け る き ）
・保険の対象となる方の 、自 または 罪 によって生じた要 護状態
・ をしている間の事 により生じた要 護状態
・ 、大 、あへん、 せい 、 険 ッ 、 ン ー等の 用によって生じた要 護状態
・ ルコール依 および 依 によって生じた要 護状態
・ 性 患によって生じた要 護状態
・ のない う や 等によって生じた要 護状態
・この保険契約が 続されてきた の保険契約（ 年 契約といいます。）の保険始期時点で、 に被っている病気や 等による要 護状態 2 3

等

1 した保険の対象となる方の数の 加が、この保険の の基 に す が ない場合は、 の に応じ、保険 の をお支払いすること
や、 の を削減してお支払いすることがあります。

2 年 契約の保険始期時点で、 に被っている病気や 等による要 護状態についても、 年 契約の保険始期⽇から１年を した に 始し
た要 護状態については、保険 のお支払対象となります。

3 要 護状態の が告知対象 の病気や であったり、 しく告知いただいていた場合であっても、保険 のお支払対象とならないことがあります。

保険 合

約 護保険連動 （要 護 ）

約 保険 の 以 ２以 の に する 約
護保険連動 （要 護 ）

- -
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※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

に する

内 において以 の に 保険の る の 合
⽇ 生活に する な事 により、 人に 等をさせたり 人の を した場合
保険の対象となる方が に 用する の 、 用または 理に する な事 により、 人に 等をさせたり 人の を した場合
電 等 1を 不能にさせた場合
内で した （ 品） 2を したり まれた場合

１事 について保険 を に保険 をお支払いします。

※ 内での事 （ が の に提 された場合等を きます。）に り、 談 は として東京海上⽇動が います。
※東京海上⽇動との について相 方の が られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責 がない場合等には、相 方との 談 は
できませんのでご ください。

※ の保険契約または 契約から保険 または が支払われた場合には、保険 が し引かれることがあります。
※記載している保険 以 に事 時に 生する 々な費用について保険 をお支払いする場合があります。
※保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約を にご契約されているときには、補償が重 することがあります。ご加入にあたって
は補償内容を ご確認ください。

1 、電 、気動 、 レール等の 上を する 上の 用具をいいます。
2 以下のものは 品には まれません。
自動 、 動 付自 、自 、 、サーフ ー 、 コン 、 帯電話、 ート パ コン、コン クトレン 、 、 の の 、
クレ ット ー 、設 書、 、動 や 等の生 、 、 、通 、 、 、 品、 ー やプ 等の 体 、１ または
１ で100 を る

等

約 保険 する 合

約 保険 合
・ご契約者または保険の対象となる方等の によって生じた損害
・ またはこれらによる によって生じた損害
・ 務の に する損害賠償責 （ 事上の損害賠償責 1）によって保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方および の の に対する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・ 者との間の特別な約定により加重された損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方が 、 用または 理する 2の損 について、 の について な権 を する者に対する損害賠償責 によって保険の
対象となる方が被る損害
・ に する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・ 、 、 3または の 、 用または 理に する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・以下のような事 により、 の 品について な権 を する者に対する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
保険の対象となる方の自 、 罪 または

、 用、 、 等 または 団体の 権 の
品が通 する性質や性能を いていること

自 の または 化、変 、さび、かび、 び れ、 い
品が する 能の または低下を わないすり傷、かき傷、 の がれ 、 なる 上の損傷や 損
品に対する加 や 理・点 等の 業上の または の に する損害
品の電気 または 事
品の き れまたは
または

、 、 、 （ う）、 （さじん）等の き みや み みまたは 入
品が 者に引き された に された 品の損

等

1 保険の対象となる方が ルフの または 導を 業としている方以 の場合、 ルフの 、 または 導 5中に生じた事 による損害賠償責
は きます。

2 品、 ルまたは 等の が可能な 設および 設内の動 、 ルフ場 内における ルフ・ ートを きます。
3 自 や ルフ場 内における ルフ・ ートを きます。

き れまたは の を みます。
5 ルフの 、 または 導に付 して ルフ場、 ルフ 場 内で通 われる更 、 、 事、入 等の を みます。
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内 において以 の に 保険の る の 合
ルフ 1の 、 または 導 2中に 人（ を みます。）に 等をさせたり、 人の を した場合
ルフ 1の 、 または 導 2中に、 内で した （ 品） 3を したり まれた場合

１事 について保険 を に保険 をお支払いします。

※ 内での事 （ が の に提 された場合等を きます。）に り、 談 は として東京海上⽇動が います。
※東京海上⽇動との について相 方の が られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責 がない場合等には、相 方との 談 は
できませんのでご ください。

※ の保険契約または 契約から保険 または が支払われた場合には、保険 が し引かれることがあります。
※記載している保険 以 に事 時に 生する 々な費用について保険 をお支払いする場合があります。
※保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約を にご契約されているときには、補償が重 することがあります。ご加入にあたって
は補償内容を ご確認ください。

1 イ ン ルフ、 ー ット ー ルフまたはパ ー ルフ等 ルフ のス ー は みません。
2 ルフ 1の 、 または 導に付 して ルフ場 内で通 われる更 、 、 事、入 等の を みます。
3 以下のものは 品には まれません。
自動 、 動 付自 、自 、 、サーフ ー 、 コン 、 帯電話、 ート パ コン、コン クトレン 、 、 の の 、
クレ ット ー 、設 書、 、動 や 等の生 、 、 、通 、 、 、 品、 ー やプ 等の 体 、１ または
１ で100 を る

等

約 約 保険 する 合

約 約 保険 合
・ご契約者または保険の対象となる方等の によって生じた損害
・ またはこれらによる によって生じた損害
・保険の対象となる方および の の に対する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・ 者との間の特別な約定により加重された損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・保険の対象となる方が 、 用または 理する 1の損 について、 の について な権 を する者に対する損害賠償責 によって保険の
対象となる方が被る損害
・ に する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・ 、 、 2または の 、 用または 理に する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
・以下のような事 により、 の 品について な権 を する者に対する損害賠償責 によって保険の対象となる方が被る損害
保険の対象となる方の自 、 罪 または

、 用、 、 等 または 団体の 権 の
品が通 する性質や性能を いていること

自 の または 化、変 、さび、かび、 び れ、 い
品が する 能の または低下を わないすり傷、かき傷、 の がれ 、 なる 上の損傷や 損
品に対する加 や 理・点 等の 業上の または の に する損害
品の電気 または 事
品の き れまたは 3
または

、 、 、 （ う）、 （さじん）等の き みや み みまたは 入
品が 者に引き された に された 品の損

等

1 品、 ルまたは 等の が可能な 設および 設内の動 、 ルフ場 内における ルフ・ ートを きます。
2 自 や ルフ場 内における ルフ・ ートを きます。
3 き れまたは の を みます。
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※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

に する

内 において、保険の る する の に た に の た に
る の の に 生 た 合

損害 （ 理費）から １ に 000 た を、保険期間を通じて保険 を に保険 としてお
支払いします。
ただし、損害 は時 を とします。

※ の保険契約または 契約から保険 または が支払われた場合には、保険 が し引かれることがあります。
※記載している保険 以 に事 時に 生する 々な費用について保険 をお支払いする場合があります。
※保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約を にご契約されているときには、補償が重 することがあります。ご加入にあたって
は補償内容を ご確認ください。

以下のものは補償の対象となりません。
自動 、 動 付自 、自 、 、サーフ ー 、 コン 、 帯電話、 ート パ コン、コン クトレン 、 、 の の （

は みません。）、クレ ット ー 、設 書、 、商品・ 品や設 ・ （じ うき）、動 や 等の生 、 ー やプ 等の 体

等

品 約 保険 する 合

品 約 保険 合
・ご契約者、保険の対象となる方または の の 等の または によって生じた損害
・ またはこれらによる によって生じた損害
・保険の対象となる方の自 、 罪 または による損害
・ をしている間に生じた事 による損害
・ 、 用、 、 等 または 団体の 権 の に する損害
・保険の対象が通 する性質や性能を いていることに して生じた損害
・自 の または 化、変 、さび、かび、 び れ、 い等による損害
・保険の対象が する 能の または低下を わないすり傷、かき傷、 の がれ 、 なる 上の損傷や 損による損害
・保険の対象に対する加 や 理・点 等の 業上の または の に する損害
・電気 または 事 に する損害
・保険の対象の き れまたは 1に する損害
・ または に する損害
・ 、 、 、 （ う）、 （さじん）等の き みや み みまたは 入により生じた損害
・保険の対象となる方の する 内（ を みません。）で生じた事 による損害

等

1 き れまたは の を みます。
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・ご契約者、保険の対象となる方または の の 等の または によって生じた損害
・ またはこれらによる によって生じた損害
・保険の対象となる方の自 、 罪 または による損害
・ をしている間に生じた事 による損害
・ 、 用、 、 等 または 団体の 権 の に する損害
・保険の対象が通 する性質や性能を いていることに して生じた損害
・自 の または 化、変 、さび、かび、 び れ、 い等による損害
・保険の対象が する 能の または低下を わないすり傷、かき傷、 の がれ 、 なる 上の損傷や 損による損害
・保険の対象に対する加 や 理・点 等の 業上の または の に する損害
・電気 または 事 に する損害
・保険の対象の き れまたは 1に する損害
・ または に する損害
・ 、 、 、 （ う）、 （さじん）等の き みや み みまたは 入により生じた損害
・保険の対象となる方の する （ を みます。）で生じた事 による損害

等
1 き れまたは の を みます。

品 約 品 約 保険 する 合
内 において、 ルフ場、 ルフ 場 内で、保険の る する 品に の が生じた場合
ルフ用品の （ただし、 ルフ ールの については、 の ルフ用品と 時に生じた場合に ります。）
ルフク の 損、 損 1

損害 （ 理費）から た を、保険期間を通じて保険 を に保険 としてお支払いします。ただし、損害
は時 を とします。

※ ルフ用品とは、 ルフク 、 ルフ ール、 ルフ ー 、 ルフ ッ 、 ルフ 等 ルフ用に設 された の か、被 ならびに れらを 容する ッ
をいいます。ただし、時 、 、 、 、 ン ッ 等の 品は みません。

※ の保険契約または 契約から保険 または が支払われた場合には、保険 が し引かれることがあります。
※記載している保険 以 に事 時に 生する 々な費用について保険 をお支払いする場合があります。
※保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約を にご契約されているときには、補償が重 することがあります。ご加入にあたって
は補償内容を ご確認ください。

1 損、 損が生じた ルフク の損害に ります。

品 約 品 約 保険 合
・ご契約者、保険の対象となる方または の の 等の または によって生じた損害
・ またはこれらによる によって生じた損害
・保険の対象となる方の自 、 罪 または による損害
・ をしている間に生じた事 による損害
・ 、 用、 、 等 または 団体の 権 の に する損害
・保険の対象が通 する性質や性能を いていることに して生じた損害
・自 の または 化、変 、さび、かび、 び れ、 い等による損害
・保険の対象が する 能の または低下を わないすり傷、かき傷、 の がれ 、 なる 上の損傷や 損による損害
・保険の対象に対する加 や 理・点 等の 業上の または の に する損害
・電気 または 事 に する損害
・保険の対象の き れまたは 1に する損害
・ または に する損害
・ 、 、 、 （ う）、 （さじん）等の き みや み みまたは 入により生じた損害
・ ルフ ールのみの による損害

等
1 き れまたは の を みます。

内での保険の対象となる方が に する 内 に 保険の る する 1に 生 た 合
損害 （ 理費）から １ に 000 た を、保険期間を通じて保険 を に保険 としてお
支払いします。
ただし、損害 は時 を （ 、通 等は合 、 、 、 品等は１ または１ あたり を ）とします。
また、 時費用、 け費用、 火 費用もお支払いします。

※ の保険契約または 契約から保険 または が支払われた場合には、保険 が し引かれることがあります。
※記載している保険 以 に事 時に 生する 々な費用について保険 をお支払いする場合があります。
※保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約を にご契約されているときには、補償が重 することがあります。ご加入にあたって
は補償内容を ご確認ください。

1 以下の場 に 在し、保険の対象となる方が する も みます。
・保険の対象となる方の
・保険の対象となる方にお も 場合は、お の に う下

以下のものは補償の対象となりません。
自動 、 動 付自 、自 、 、サーフ ー 、 コン 、 帯電話、 ート パ コン、コン クトレン 、 、 の の （

は みません。）、クレ ット ー 、設 書、 、商品・ 品や設 ・ （じ うき）、動 や 等の生 、 ー やプ 等の 体
等

内生活 約 保険 する 合

内生活 約 保険 合
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※ご加入いただく イプによっては保険 のお支払対象とならない場合があります。ご加入の イプの詳細については、「保険 ・保険 表」等をご確認ください。

に する

内の ール以上を する ルフ場においてパー 以上の ールを 規に ン し、１名以上の の 者を した ルフのプレー中に、 の
の ー た ス た 合

者 1の た ールイン ンまたは ル ト ス（ 式 の場合は、 者または 等 1のい
ずれかが目 した ールイン ンまたは ル ト ス）
記 体に記 されたビ 等により に を確認できる ールイン ンまたは ル ト ス

のお いとして にかかった費用等 2を、１ の ールイン ンまたは ル ト スについて保険 を に保険 としてお支払いします。

※ の保険契約または 契約から保険 または が支払われた場合には、保険 が し引かれることがあります。
※保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約を にご契約されているときには、補償が重 することがあります。
※「 ールイン ン・ ル ト ス費用」は 数のご契約にご加入いただいていても、 の中で も高い保険 が 数のご契約を通 しての支払 となり
ます。 に「 ールイン ン・ ル ト ス費用」を補償する の保険契約にご加入いただいている場合には、補償内容を ご確認ください。

※保険 のご請求にあたっては、 者、 等 1および ルフ場の支配人等の れ れが 名もしくは記名 印した ールイン ンもしくは ル
ト ス 明書または 等のう 、東京海上⽇動が求めるす てのもののご提 が必要となります。

1 、 ルフ場の 用人や関連業者、 式 の 、 ・ 続のパー のプレイヤー等をいいます。ただし、 以 の者で、
保険の対象となる方または 者の ルフプレーに する、 ルフプレーを わない者は みません。

2 として する 用記 品 入費用、 会費用、 ルフ場に対する記 費用、 に対する 等が対象となります。

ー ス 約 保険 する 合

ー ス 約 保険 合
・保険の対象となる方が ルフ場の 者である場合、 の保険の対象となる方が する ルフ場で した ールイン ンまたは ル ト ス
・保険の対象となる方が ルフ場の 用人である場合、 の保険の対象となる方が に 用されている ルフ場で した ールイン ンまたは ル ト ス
・ ルフの または 導を 業としている方が した ールイン ンまたは ル ト ス
・パ ー ルフ等 ルフ のス ー

等
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このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、
お問い合わせ までご連 ください。

内において以下のような事 により、保険 の 1 た た 合
急 かつ な の事 （自動 事 を きます。）によって被った 体の 害 2または の損 等 3について、相 方に法 上の損害賠償請
求をした場合または法 相談をした場合
不 による自 、名 、プ イ ーまたは 権の侵害を けた ことにより被った について、弁護士 または法 相談をした場合
痴漢、ストー ー 、いじめまたは嫌がらせを けた ことにより被った について、弁護士 または法 相談をした場合
1つの 事 5について保険の対象となる方1名あたり300 を に保険 をお支払いします 。

※弁護士等 7への や弁護士等 8への法 相談および弁護士等 8への費用の支払いに して、事 に東京海上⽇動へのご連 が必要です。
※ の保険契約または 契約から保険 または が支払われた場合には、保険 が し引かれることがあります。
※保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約を にご契約されているときには、補償が重 することがあります。ご加入にあたって
は補償内容を ご確認ください。

1 保険の対象となる方または保険の対象となる方の法定相続人、配 者 、 もしくはお に する方をいいます。
2 病気または をいいます。
3 損 または をいい、 を みません。

へ提 した被害 や の相談 への 等、 の事 を に 明できる場合に ります。
5 法 相談または弁護士 に った事 または事 をいいます。なお、 の 等から生じた 連の 事 は、 つの 事 とみなします。
弁護士等 7への を した場合は、東京海上⽇動が別 定める上 の範囲内で保険 をお支払いします。

7 弁護士または 法書士をいいます。
8 弁護士、 法書士または 書士をいいます。

の をしていないが事 上 関 と の事 にある方および 上の性別が であるが 関 と ならない の 質を る状態
にある方を みます（以下の要 をす て たすことが書 等により確認できる場合に ります。 約とは なります。）。
① 10を すること
② により の 生活を送っていること

10 上の性別が の場合は、 の関 を にわたり 続する をいいます。

約 保険 する 合

約 保険 合
・ご契約者または保険の対象となる方等の た によって生じた損害
・ またはこれらによる によって生じた損害
・ 、 用、 、 等 または 団体の 権 の に する損害
・保険の対象となる方の自 1、 罪 または によって生じた損害
・ 、大 、あへん、 せい 、 険 ッ 、 ン ー等の 用によって生じた 体の 害 2、 の損 等 3または
・ 体、気体もしくは 体の 、 もしくはいっ により生じた 体の 害 2、 の損 等 3または
・ の 、自 の または 化、変 、さび、かび、 び れ等による の損 等 3
・ 災害により生じた 体の 害 2または
・ 、 、 品等の 、 体の 、 ッサー または 等を けたことによって生じた 体の 害 2
・ もしくは を 品等が する ン性等に する 体の 害 2、 の損 等 3または
・ ル ンの 害な特性に する 体の 害 2、 の損 等 3または
・電 害に する 体の 害 2または
・ 、 動、 、⽇ 不 の これらに する事 に する 体の 害 2、 の損 等 3または
・ 務の に関する および 場における嫌がらせによる
・保険の対象となる方または賠償 務者 の自動 または 動 付自 の 、 用または 理に して 生した 体の 害 2または の損
等 3
・保険の対象となる方または保険の対象となる方の配 者 5、 もしくはお が賠償 務者 である場合
・保険契約または 契約に関する 事

等

1 保険 のお支払対象となる 事 による によって自 した場合は、保険 をお支払いすることがあります。
2 病気または をいいます。
3 損 または をいい、 を みません。
法 上の損害賠償請求を ける方をいいます。

5 の をしていないが事 上 関 と の事 にある方および 上の性別が であるが 関 と ならない の 質を る状態
にある方を みます（以下の要 をす て たすことが書 等により確認できる場合に ります。 約とは なります。）。
① 7を すること
② により の 生活を送っていること
法 相談または弁護士 に った事 または事 をいいます。なお、 の 等から生じた 連の 事 は、 つの 事 とみなします。

7 上の性別が の場合は、 の関 を にわたり 続する をいいます。
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この保険の保険 1は、あらかじめ定められた イプの中からお びいただくこととなります。 イプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
保険 等の設定は、高 費 や 災保険 等の 保険 を ま ご ください。 保険 の概要につきましては、 の ー ー
（ - ）等をご確認ください。

補償、団体 期 害 補償、 補償、がん補償、 護補償においては、保険期間の中 でご加入者からのお申 による保険 1の 等はできま
せん。

団体 期
補償基本特約、団体 期 害 補償基本特約、 護と 事の 支 特約の保険 1は、 ⽉間 2以下（ ⽉間 の85

以下を目 ）で設定してください（保険 または支払基 が保険の対象となる方の ⽉間 2を上 っている場合には、 の上 る につい
ては保険 をお支払いできませんので、ご ください。）。
1 団体 期 害 補償については、支払基 3 約定 付 とします。
2 12か⽉における保険の対象となる方の の ⽉ をいいます（ただし、 補償で 事 事者特約を ットされる場合は、183 000 となります。）。
3 保険 の の基 となる加入依頼書等記載の をいいます。定 の場合は、 として健康保険法上の 準 ⽉ で設定します。

補償の場合は、「加入依頼書等に記載の 業・ 務によって られる ・事業 ・ の総 入 」から「 業不能の 生にかかわらず られる 入」および「 業
不能により支 を れる 」を したものをいいます。団体 期 害 補償の場合は、「業務に 事することによって られる ・事業 ・ の総 入 」から
「 業 害の 生にかかわらず られる 入」および「 業 害により支 を れる 」を したものをいいます。

1 保険 の 定の
保険 はご加入いただく イプ等によって 定されます。保険 については、パンフレット等をご確認ください。

2 保険 の
払 方法・払 数については、パンフレット等をご確認ください。

保険 の 合に
（※団体 または のご 等から、ご加入者を募集する 定の団体契約で、保険 者がご加入者のご契約が対象となります。）
ご加入者が以下の事 に した場合、 のご加入者の りの保険 を して払 みいただくことがありますので、あらかじめご ください。
① 等により の支払いを けられなくなった場合
② や 等により、 の でなくなった場合

本関 の変更により、お めの 業が 会社の 会社でなくなった場合
ご加入者の加入 1に相 する保険 が、集 ⽇の する⽉の ⽉ までに集 されなかった場合 等

※保険期間の 始 、保険 の払 み に事 が 生した場合、 の 、ご契約者を て保険 を払 みいただく場合は保険 をお支払いします。
ただし、保険 を払 みいただけない場合には、ご加入者の加入 1について、保険 をお支払いできず、お支払いした保険 を させていただくことや、ご加入者の加入 1
を解 することがありますのでご ください。

契約 のご
団体総合生活保険にご加⼊ た 様

ご加入 に必ずご理解いただきたい大 な を記載しています。必ず までお読みください。
※ご を保険の対象となる方とする場合等、ご加入者と保険の対象となる方が なる場合には、本内容を保険の対象となる方 にご説明ください。
※ご不明な点や 問点がありましたら、 お問い合わせ までご連 ください。

保険商品の内
ご た た の

ご加⼊に 様に に る
にご た た

ー のご

ご加⼊ に るご

保険期 の 始 期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の 始・ 時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の によっては、新規ご加入の場合、保険 のお支
払対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。

保険 の 定の

以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方または のご が、補償内容が の保険契約 1を にご契約されているときには、補償が重 することが
あります。補償が重 すると、対象となる事 について、 らのご契約からでも補償されますが、いずれか 方のご契約からは保険 が支払われない場合があります。補
償内容の や保険 をご確認のう で、特約等の要 をご ください 2 。

人賠償責 補償特約 人賠償責 補償特約 品特約 内生活用動 特約 ールイン ン・ ル ト ス費用補償特約
者費用等補償特約 弁護士費用等補償特約（人格権侵害等） 費用補償特約（ 用・ 補償用） がん 費用補償特約
費用補償特約 業費用補償特約 病による 業費用補償特約 費用補償特約

1 団体総合生活保険以 の保険契約に ットされる特約や東京海上⽇動以 の保険契約を みます。
2 １契約のみに ットされる場合、 、 のご契約を解約されたときや、 から別 への変更等により保険の対象となる方が補償の対象 になったとき等は、補償がなくなることがあります
ので、ご ください。

の に するご

保険 の 定

２ る 約の
基本となる補償の 保険 をお支払いする な場合 、 保険 をお支払いしない な場合 や な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。

この保険は、団体をご契約者とし、団体の 等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険 を請求する権 、保険契約を解約する権 等は として
ご契約者が します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお申 により にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。
この保険は、ご加入者が団体の 等であることを加入 としています。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確
認ください。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲に しない方がご加入された場合、ご加入を しさせていただくことがあります。

１ 商品の
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団体 期 の
に

保険 は 数の人々が保険 を しあって相 に補償しあう です。したがって、 めから健康状態の い方や 険な 業に 事している方等が の方と
じ でご加入されますと、保険 の 性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自 が、 の病気や 、

現在の健康状態、 体 害の状態等について「健康状態告知書」で東京海上⽇動がおたず することについて、事 をありのままに 確にもれなくご ください。
なお、 護補償にご加入される場合または 護補償を 加される場合で、団体 のご （団体 の配 者 8、 供、 、 び団体
と の ）を保険の対象となる方とするときには、 護補償の健康状態告知に関して、保険の対象となる方からのご依頼を けた団体 が保険の対

象となる方の健康状態を確認したう で、代理で告知いただけます。 の場合は、健康状態告知を った方がご 名ください。
8 の をしていないが事 上 関 と の事 にある方および 上の性別が であるが 関 と ならない の 質を る状態にある方を みます
（以下の要 をす て たすことが書 等により確認できる場合に ります。 約とは なります。）。

を すること
により の 生活を送っていること

上の性別が の場合は、 の関 を にわたり 続する をいいます。
に た る の に

東京海上⽇動では、ご加入者間の 性を保つため、お のお 体の状態に応じた引 対応を うことがあります。 に病気や をされたことがある場合等
にはお引 けできないことがあります。

する 合
告知していただく事 は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、 の事 を告知されなかったり、事 と違うことを告知された場合、責 始⽇ 10
から１年以内であれ 、東京海上⽇動は「告知 務違 」としてご加入を解 することがあります 11。
責 始⽇ 10から１年を していても、保険 の支払事 が１年以内に 生していた場合には、ご加入を解 することがあります。
ご加入を解 した場合には、たと 保険 をお支払いする事 が 生していても、これをお支払いすることはできません 12（ただし、「保険 の支払事 の
生」と「解 の となった事 」との 関 によっては、保険 をお支払いすることがあります。）。

10 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事 と違うことを告知されたご契約の支払責 の 始⽇をいいます。
11 更新時に補償内容を ップされた場合は、補償内容を ップされた を解 することがあります。
12 更新時に補償内容を ップされた を解 した場合は、補償内容を ップされた については保険 をお支払いすることはできません。

以 保険 合
記のご加入を解 させていただく場合以 にも、告知 務違 の内容が特に重大な場合、 による し等を理 として、保険 をお支払いできないことが

あります。この場合、告知 務違 による解 の対象 となる１年 にもご加入を し等させていただくことがあります。
（ ）「現在の 準では が な病気・ 状について に告知されなかった場合」等

内 の に
ご加入 、または保険 のご請求等の 、告知内容についてご確認させていただく場合があります。

※ 補償、団体 期 害 補償、 補償、がん補償、 護補償が解 となった 、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態等
によりお引 けをお りさせていただくことがあります。 の ご いただきたい内容につきましては、「 -１告知 務」をご確認ください。
1 ご加入者によってご加入された、す ての保険の対象となる方およびす ての補償をいいます（ 、加入内容変更による変更保険 を払 みいただけない場合、変更保険 を
払 みいただけない補償だけでなく、ご加入されているす ての保険の対象となる方およびす ての補償が対象となります。）。

この保険には 期 れい ・契約者配 はありません。

期 契約者

ご加⼊ に るご

加入依頼書等に や の ークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項（告知事項）ですので、 確に記載してください（東京海上⽇動の代理店には、告知
権があります。）。お いただいた内容が事 と なる場合や告知事項について事 を記載しない場合は、ご加入を解 し、保険 をお支払いできないことがあり

ます。
※告知事項かつ通知事項には の ークが付されています。通知事項については「 -１ 通知 務等」をご ください。
なお、告知事項は、お引 けする補償ごとに なり、お引 けする補償によっては、 や の ークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引 けする補償ごとの告知事項
は下表をご確認ください（項目名は補償によって なることがあります。）。また、ご加入 に加入内容変更として下表の補償を 加する場合も に、変更時点での下表の事項が告知
事項となります。

１

※す ての補償について「 の保険契約等 7」を されている場合は、 の内容についても告知事項（ ）となります。また、 費用補償特約（こ も傷害補償）を ットされる場合
には、 「 保険 」についても告知事項かつ通知事項（ ）となります。
1 こ も傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
2 こ も傷害補償にご加入される場合のみ、 告知事項となります。
3 年 払 護補償特約を ットされる場合のみ、告知事項となります。
新たに 業に いた場合や いていた 業をやめた場合を みます。

5 通事 傷害 険のみ補償特約、 ルフ中の傷害 険のみ補償特約を ットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容を ップされる場合のみとなります。

7 この保険以 にご契約されている、この保険と または について支払責 が である保険契約や 契約をいいます。 の保険契約等がある場合、 のご契約の内容によって
は、東京海上⽇動にて保険のお引 けができない場合があります。

告知事項 告知事項かつ通知事項

約

団体 期 品
内生活
者

生年⽉⽇ 1 2

性別 3

業・ 務 5

健康状態告知
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保険期 の 新 た 合
補償

業不能の となった病気、保険 請求状 等によっては、 以降の補償の更新をお りすることがあります。
上記以 の補償 通
保険 請求状 や年 等によっては、 以降の補償の更新をお りさせていただくことや、引 を させていただくことがあります。
東京海上⽇動が 通保険約 、特約または保険引 に関する 等を改定した場合には、更新 の補償については更新⽇における内容が 用されます。
この 、更新 の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。

現在のご加入を解約、減 等をすることを 提に、新たな保険契約へのご加入をご される場合は、特に以下の点にご ください。
・補償内容や保険 が変更となったり、 サービスを けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険 については、団体契約の始期⽇時点の保険の対象となる方の年 により されます。
・新たにご加入の保険契約の保険 の の基 となる 定 ・ 定 等が、解約・減 される契約と なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引 けをお りする場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知 務がありますので、告知 務違 による解 や による しが 用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期 に被った傷病に対しては、保険 が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期⽇と責 始⽇が なることがあります。この場合、現在のご加入を解約すると補償のない期間が 生することがあります。

のご加⼊の 約 提 た新た ご契約のご

保険 人を特定の方に 定する場合 2は、必ず保険の対象となる方の を てください（ として の中から、１名を してください。 定がない
場合、保険 は保険の対象となる方にお支払いします。）。 のないままにご加入をされた場合、ご加入は となります。
2 補償（本人 以 ）の場合、配 者およびお は保険 人を特定の方に 定することはできません（保険 人は の保険の対象となる方ご自 となります。）。

保険 人を特定の方に 定する場合 1は、必ず保険の対象となる方の を てください（ 定がない場合、 保険 は法定相続人にお支払い
します。）。 のないままにご加入をされた場合、ご加入は となります。

保険 人を特定の方に 定する場合は、保険の対象となる方のご 等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
保険 人の 定を される場合は、お 数ですが、 お問い合わせ までお申 ください。

1 補償（本人 以 ）の場合、保険の対象となる方ご本人以 の保険の対象となる方について、 保険 人を特定の方に 定することはできません。

保険

加入依頼書等に の ークが付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合には、 なく お問い合わせ までご連 ください。
ご連 がない場合は、お支払いする保険 が削減されることがあります。なお、通知事項はお引 けする補償ごとに なり、お引 けする補償によっては、 の ークが
付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引 けする補償ごとの通知事項は、「 -１ 告知 務 告知事項・通知事項 」をご ください。

の ご た た
す ての補償 通
ご加入者の 等を変更した場合は、 なく お問い合わせ までご連 ください。

補償、団体 期 害 補償
保険期間の中 において保険の対象となる方の ⽉間 1がご加入時の より減 した場合には、 お問い合わせ までご連 のう 、 補償の場合
は保険 、団体 期 害 補償の場合は支払基 の しについてご相談ください。
1 12か⽉における保険の対象となる方の 2の ⽉ をいいます（ただし、 補償で 事 事者特約を ットされる場合は、183 000 となります。）。
2 補償の場合は、「加入依頼書等に記載の 業・ 務によって られる ・事業 ・ の総 入 」から「 業不能の 生にかかわらず られる 入」および
「 業不能により支 を れる 」を したものをいいます。団体 期 害 補償の場合は、「業務に 事することによって られる ・事業 ・ の総 入

」から「 業 害の 生にかかわらず られる 入」および「 業 害により支 を れる 」を したものをいいます。
人賠償責

保険の対象となる方の を変更する場合には、あらかじめ お問い合わせ までご連 ください。

ご加⼊ の
ご加入 、ご加入内容変更や を う には変更⽇・ ⽇より にご連 ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、

の 続きをいただく必要がありますが、保険期間の 時までは補償を 続することが可能な ースがありますので、 お問い合わせ までご連 ください。
ご加入内容変更をいただいてから１か⽉以内に保険 請求のご連 をいただいた場合には、 のため、 お問い合わせ の 者に、 の をお いただきますよう
お願いいたします。

ご加⼊ に るご
１

ご加入を解約される場合は、 お問い合わせ までご連 ください。
・ご加入内容および解約の によっては、東京海上⽇動 定の 方法で保険 を 、または 払保険 を請求 1することがあります。 または請求する
保険 の は、保険 の払 方法や解約理 により なります。
・ する保険 があっても、 として払 みいただいた保険 から 期間 2に対して「⽉ 」で した保険 を し引いた よりも なくなります。
・ 期⽇を たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険 が変更となったり、 サービスを けられなくなることがあります。
1 解約⽇以降に請求することがあります。
2 始期⽇から の⽇を めて解約⽇までの、 に した期間をいいます。

２ 約 る

傷害補償・ 補償・団体 期 害 補償・ 補償・がん補償・ 護補償においては、保険の対象となる方からのお申 により、 の保険の対象となる方に
る補償を解約できる があります。 および 続きの詳細については、 お問い合わせ までご連 ください。また、本内容については、保険の対象となる方
にご説明くださいますようお願いいたします。

保険の る の に る 約

期 る

ご加入される保険は、クーリン フの対象 です。
２ ー
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内 保険期 た 合 の

傷害補償、賠償責 に関する補償、
に関する補償、費用に関する補償

１年以内 として80 （ 保険会社の支払 から か⽉間が するまでに
生した保険事 に る保険 については100 ）まで補償されます。

１年 として 0 まで補償されます。ただし、 に 定 等の変更が わ
れた場合には、 0 を下 ることがあります。補償、団体 期 害 補償、 補償、がん補償、 護補償

新 契約の保険
保険 は、補償ごとに、更新⽇現在の年 および保険 等によって します。したがって、 の補償の更新 の保険 は、更新 の保険 と なることがありま
す。

る 定 る 合
補償・団体 期 害 補償・ 補償において、更新 契約に補償対象 となる病気・ 状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康

状態告知書」のす ての質問事項について告知いただくことで、補償対象 となる病気・ 状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たに
いただいた告知の内容により、お引 けをお りさせていただくことがありますので、ご ください。
新 契約の 内 する 合
補償、団体 期 害 補償、 補償、がん補償、 護補償において、更新時に保険の対象となる方の 加や保険 1の高い イプへの変更、 数

の 加等、補償内容を ップする場合には、 告知が必要となります。 しく告知をいただけない場合には、補償内容を ップされた を解 することがあります。
ご加入を解 する場合、補償内容を ップされた については保険 をお支払いできないことがあります。
1 団体 期 害 補償については、支払基 約定 付 とします。

保険 のご
ご加入を更新いただく場合は、更新 の保険契約について保険 請求 れがないか、 ご確認をお願いいたします。ご請求 れや、ご不明な点がご いましたら、
お問い合わせ まです にご連 ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年 の契約更新 の補償内容です。
更新 の補償内容とは なることがありますので、ご ください。
新加⼊ の内

更新加入依頼書等に記載しているご加入者（団体の ）の 名（ りがな）、社 コー 、 等についてご確認いただき、変更があれ いただきます
ようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、 お問い合わせ までご連 ください。
ご加⼊内 る 合
ご加入内容を変更されている場合、お の更新加入依頼書等には されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入
依頼書等記載の内容にかかわらず、 期⽇時点のご加入内容にて更新されます。

保険契約者である 業または団体は引 保険会社に本契約に関する 人 を提供いたします。引 保険会社および引 保険会社の ループ 社は、本契約
に関する 人 を、保険引 の 、本契約の 理・ 、付帯サービスの提供、 の保険・ 商品等の 商品・サービスの案内・提供、 ン ート等を
うために 用する 、下記①から の 用・提供を うことがあります。なお、保健 等の特別な （ ン ）の 用目 は、保険業法
規 により、業務の な の確保 の 必要と認められる範囲に 定されています。

①本契約に関する 人 の 用目 の に必要な範囲内で、業務 （保険代理店を みます。）、保険 人、 関、保険 の請求・支払い
に関する関 、 関等に対して提供すること

②契約 、保険 支払い等の をするう での とするために、 の保険会社、 社団法人⽇本損害保険 会等と して 用すること
引 保険会社と引 保険会社の ループ 社または引 保険会社の提 業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、 して 用すること
保険契約の 、更新・ 理、 保険 支払等に 用するために、 内 の 保険引 会社等に提供すること

質権、 権等の 保権者における 保権の設定等に る事務 続きや 保権の 理・ のために、 の 保権者に提供すること
更新契約に る保険引 の 等、契約の 定 な 用を るために、保険の対象となる方の保険 請求 等（ の を みます。）をご契約者
およびご加入者に対して提供すること

詳しくは、東京海上⽇動火災保険株式会社の ー ー - および の引 保険会社の ー ー をご ください。
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不 契約における事 の 生を に とともに、保険 の かつ ・確 な支払を確保するため、
契約 および事 生の 、 の保険の対象となる方または 事 に る保険契約の状 や保険 請求の状 について 社団法人⽇本損害保険
会に された契約 等により確認を っております。これらの確認内容は、上記目 以 には用いません。

１ の

の ご た た

傷害補償で、ご加入者以 の方を保険の対象となる方とするご加入について、 保険 人を法定相続人以 の方に 定する場合、 の保険の対象となる
方の を なかったときは、ご加入は になります。
がん補償について、以下に する事 がある場合、ご加入は になります。
①この保険が 続されてきた のご加入（ 年 契約といいます。）の保険始期 に、保険の対象となる方ががんと 確定されていた場合
②保険 人を保険の対象となる方以 の方に 定する場合において、 の保険の対象となる方の を なかったとき（ の保険の対象となる方を保険

人にする場合は きます。）
ご契約者、保険の対象となる方または保険 の 人が、 団関 者 の の 社会 に すると認められた場合には、東京海上⽇動はご加入を解
することができます。
の 、約 等に基 き、ご加入が し・ ・解 となる場合があります。

２ ご加⼊の に る に

自 災害や 拡大の によりご加入 続き等を うことが な場合に、「更新契約のご加入 続き」および「保険 相 の払 み」に関して 定の
期間を設ける特別 をご 用いただける場合があります。
※ご 用いただける特別 の詳細につきましては、 お問い合わせ までご連 ください。

ご加⼊ の に する に

引 保険会社の が した場合等には、保険 、 れい 等の支払いが 定期間 されたり、 が削減されることがあります。
引 保険会社の が した場合には、この保険は「損害保険契約者保護 」の補償対象となり、保険 、 れい 等は、補償内容ごとに下表のとおりと
なります。

保険 の
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0120 20 110
付時間 2 ⽇

事 が 生した場合には、 に（ 護補償については なく、 補償、団体 期 害 補償、 補償、がん補償等については30⽇以内に） お問い
合わせ までご連 ください。
賠償責 に関する補償において、賠償事 にかかわる 談 は、必ず東京海上⽇動とご相談いただきながらご対応ください。
保険 のご請求にあたっては、約 に定める書 の か、以下の書 または をご提 いただく場合があります。
・印 明書、 または 本等の保険の対象となる方、保険 の 人であることを確認するための書
・東京海上⽇動の定める傷害もしくは 病の 、 内容および 期間等を 明する保険の対象となる方以 の の 書、 書および
明細書等（からだに関する補償においては、東京海上⽇動の 定した による 書 の の対象となった 本等の提 を求める場合があります。）
・ の保険契約等の保険 支払内容を記載した支払内 書等、東京海上⽇動が支払う き保険 の を するための書
・高 費 による 付 が確認できる書
・ 加 付の支 が確認できる書
・東京海上⽇動が保険 を支払うために必要な事項の確認を うための 書
・ 護保険 の要 護認定等を 明する書 （ 護補償（年 払 護）においては、 れ れの保険 支払基準⽇において な書 とします。）
保険の対象となる方または保険 の 人に保険 を請求できない事 があり、保険 の支払いを ける き保険の対象となる方または保険 の 人の代理人
がいない場合は、保険の対象となる方または保険 の 人の配 者 1または 等内のご （あわせて「ご 」といいます。）のう 東京海上⽇動 定の

を たす方が、保険の対象となる方または保険 の 人の代理人として保険 を請求できる場合があります。
1 法 上の配 者に ります。
保険の対象となる方または保険 の 人の代理人として保険 のご請求をされる場合は、以下の点についてご ください。
・保険 をお支払いした場合、保険の対象となる方には の のご連 はいたしませんが、保険 のお支払 に、保険の対象となる方（またはご加入者）からご
加入内容についてご 会があったときは、保険 をお支払いした せ るを ないことがあります。このため、保険の対象となる方（またはご加入者）に傷病名
等を 知される可能性があります。
・保険 のご請求があったことを保険の対象となる方（またはご加入者）が知る可能性がある具体 事 は以下のとおりです。
1 保険の対象となる方（またはご加入者）が東京海上⽇動にご加入内容をご 会された場合
2 特約の により、ご加入者が保険 の減 を知った場合
3 ご加入者がご加入内容の変更 続きを う場合
本内容については、ご の にご説明ください。
保険 請求権には時 （ 年）がありますのでご ください。
損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権 の の 権を した場合で、東京海上⽇動が の損害に対して保険 を支払ったときは、
の 権の または は東京海上⽇動に します。
賠償責 に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責 保険 等をご請求できるのは、費用保険 を き、以下の場合に られます。
１ 保険の対象となる方が相 方に対して に損害賠償としての弁 を っている場合

相 方が保険の対象となる方への保険 支払を していることを確認できる場合
保険の対象となる方の に基 き、東京海上⽇動から相 方に対して 、保険 を支払う場合

た

の ご加⼊に するご

東京海上⽇動の代理店は東京海上⽇動との 契約に基 き、保険契約の ・契約の 理業務等の代理業務を っております。
したがいまして、東京海上⽇動の代理店と に したご契約については東京海上⽇動と されたものとなります。

加入者 はご加入内容を確認する大 なものです。加入者 が しましたら、ご 向 おりのご加入内容になっているか うかをご確認ください。また、加入者 が
するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書 等、ご加入内容がわかるものを保 いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、 お問い合わせ
までご連 ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大 なことがらが記載されていますので、ご 読のう 、加入者 とともに保険期間の 時まで保 して

ご 用ください。
ご契約が 保険契約である場合、 引 保険会社は れ れの引 合に応じ、連帯することなく 別 に保険契約上の責 を います。また、 事保険
会社が の引 保険会社の代理・代 を います。引 保険会社については、 保険引 保険会社について をご確認ください。

ー ⽇ 110 のご ご

ご加⼊ た 保険に するす の内 る の に 団体総合生活保険 保険約 約 に
す に 団体 ご た ⽇ の ー ー ご ご契約に 内 た ー ー に保

険約 商品 す ご 点 る 合 合 ご
ー に る 合 加⼊ する に に⼊ た の
の の

東京海上⽇動の ー ー のご案内
- ー

⽇ 110

保険 保険 に

⽇ 保険
保険の内容に関するご ・ご相談等はパンフレット等記載の お問い合わせ にて ります。

団 ⽇ 保険 ー 定
東京海上⽇動火災保険（株）は、保険業法に基 く の 定を けた 定 解
関である 社団法人⽇本損害保険 会と 続 基本契約を しています。

東京海上⽇動火災保険（株）との間で問 を解 できない場合には、 会に解 の申し てを
うことができます。

詳しくは、 会の ー ー をご確認ください。（

0 0 022 0
電話からは03- 332-52 1をご 用ください。
付時間 ⽇ 時15 5時

（ ・⽇・ ⽇・年 年始はお みとさせていただきます。）

引受保険会社 引受割合 引受保険会社 引受割合

-4 -
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ご加⼊内

１ 保険商品 以 の点 様のご に合 た内 る ご
ご に合 合 ご加⼊内 ご

保険 をお支払いする な場合 保険 、 責 （自 ）
保険期間 保険 ・保険 払 方法
保険の対象となる方

２ 加⼊ の ⼊ に 以 の点 ご ⼊ ⼊ る 合 加⼊
た に のご加⼊内 に た 合 ご

の内 に ご た た
特に「保険 をお支払いしない な場合」、「告知 務・通知 務等」、「補償の重 に関するご 1」についてご確認ください。
1 、 人賠償責 補償特約をご契約される場合で、 に のご契約をされているとき等、補償範囲が重 することがあります。

※イン ー ット等によりお 続きされる場合は、本確認事項中の「記入」を「入 」と読み てください。

確認事項 傷害補償 補償 がん補償 護補償 記以
の補償

加入依頼書等の「生年⽉⽇」または「 年 」 、「性別」 は しくご記入い
ただいていますか ○ ○ ○

加入依頼書等の「 業・ 務」 、「 別」 は しくご記入いただいてい
ますか
※ （ または ）に する 業 は下記のとおりです。
○ 別 に する方
事務 事者 、 事者 等、下記の 別 に しない方

○ 別 に する方
自動 者」、 設 業者 、 業 業者 、 業 業者 、

業者 、 ・ ・ ・つる 品 業者 （以上、 ）
※ 通事 傷害 険のみ補償特約、 ルフ中の傷害 険のみ補償特約を ット
している場合には、確認不要です。

○

『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。
保険の対象となる方が「健康状態告知」 に しく告知いただいていますか
1 護補償については、保険の対象となる方からのご依頼を けた団体

が保険の対象となる方の健康状態を確認したう で、代理で告知いただくこ
とも可能です。

○ ○ ○ 1

加入依頼書等の「 の保険契約等」 は しく告知いただいていますか ○ ○ ○ ○ ○

本確認事項は、 の事 の に して保険をご 用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお のご に合 した内容であること、ご加入いただくう
で特に重要な事項を しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お 数ですが以下の 質問事項について ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がご いましたら、 お問い合わせ までご連 ください。

-5 -
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スマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンからからからから

東京海上日動へ東京海上日動へ東京海上日動へ東京海上日動へ直直直直接接接接事故の連事故の連事故の連事故の連絡絡絡絡がががが

できるようになりました！できるようになりました！できるようになりました！できるようになりました！

0120-720-110
4 5

おケガ・ご病気のご請求 ⼆次元コードをご利⽤できない⽅・
左記以外のご請求

事故のご連絡・ご相談・保険⾦のご請求はこちら︕

-5 -

事故受付センター
（東京海上日動安心110番）
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加⼊ す
加⼊者 加⼊の る 保険 ー ー の 者

す 保険者 保険の る に 保険の る 保険者 に の ー
ご

に の 加⼊ す
加⼊ す 加⼊ の 保険の る 保険者 に の ー ご た

加⼊者 加⼊の る 保険 者の す

者の 者の の 加⼊ す
加⼊ す 保険の る 保険者 ご 加⼊ る に に

者の 者の す 保険の る 保険者 に の ー ご

年 加⼊ す 提
新 すの ご加⼊内 に 合 ご提 す ご加⼊内 様 に る

合 ⼊の ご提

加⼊ た
加⼊ すの ご ご加⼊内 様 に

新 すの ご提 す

保険 に す
するの 保険 団体保険加⼊者 ご加⼊者様の に す

年 定 に保険 の に す
た 保険 の 団体 期

保険 の す 以 の の保険 に 保険 の の ご

の 改 に る 合 すの ご

の
供 す 加⼊ る 新 す
新 す の の 様に る 新 る

供 す 加⼊ る 新 す
の の 様 す

生
保険 に す す

に の の ご

ス 定 す 保険 の す
た 合 の 保険 た⽇ に す た ス 定 た

に する た の た た 合に
た⽇ た⽇ に 保険 る 合 す の の 定の 合 ス

た⽇ に に た⽇ に た保険 の す
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⽇ ⼊ の に す
た 者 ⼊ 定 る 合 の⼊ 期 に

る 合 の す

に ⼊ す の 保険 す
保険期 に⼊ た 合に す のた の⼊
の す の の の ー ご

⼊ た ⼊ 保険 の す
体に の するた の⼊ た 合 た⼊ の

す のた の⼊ の す

する ー の た の す
ー 保険 のた 保険 の す 保険 の の
に るの 保険 に る 点 に の 定 る

す

⼊ た 合 るの
⽇ の に定 る⽇ 内に る た る ⽇ た

の⼊ す

保険 の に た
保険 に る 点 に の 定 る た

の の の す す た ⼊ 以 の
⼊ の に する に す の の

の ー ご

に の の す
新 者 ー の 様 に する に 生 定 た に合

た る す 定 る の 生 の
ー ー ご 保険期 に る する す

の るの す 新 加⼊ す
に に に 内 に ご加⼊ ご

す

⼊ する 合 加 約 の
加 約 す 加 約 ⼊

た 合 の ⼊ 保険 ⼊ 保険 合 た保険 た す

年 の に加⼊する す
加⼊ す のご加⼊ ご の 加⼊ すの ご

品
ス ー た 品 す

ス ー ー の す る 品に
の の に する の 品 約の ー ご
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07E1-GJ05-21018-202111-54-

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
現在ご加入いただいております団体総合生活保険について、2022年10⽉１⽇以降始期契約より商品を改定させていただ
きます。つきましては、以下のとおり改定の内容をご案内いたしますので、ご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
募集パンフレットおよび加入依頼書等を併せてご確認いただき、ご不明な点や詳細につきましては代理店または弊社までお問
い合わせいただきますようお願い申し上げます。

敬 具

必ずお読みください

団体総合生活保険の
2022年10月1⽇以降始期契約のご加⼊者様

2023年1⽉

団体総合生活保険 商品改定のご案内

１ 新たに提供するサービス
改 定 項 目 概 要

【弁護士費用等補償特約（人格権
侵害等）の付帯サービス】
「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤ
ル」の新設

「弁護士費用等補償特約（人格権侵害等）」の付帯サービスとして、本特約の保険
の対象となる方向けに「いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル」を導入します。本サービ
スの内容は以下のとおりです。

『いじめ・嫌がらせ等に関する相談サービス』
 いじめ・嫌がらせ等に関する対応方法（加害者への損害賠償請求、弁護士からの
文書送付等）について弁護士に電話相談いただけるサービス

『痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス』（※）
 痴漢に遭ったときや痴漢と間違われたときに、対応方法について弁護士に電話相談
いただけるサービス
※現在提供中の「痴漢被害・冤罪ヘルプコール」の名称を変更いたします。

東京海上⽇動火災保険株式会社

○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。
変更する補償

①傷害補償 ②がん補償

変更する補償
改定項目 概要

① ②

○
がん補償における健康状態告
知書の簡素化、ご加入いただけ
る方の範囲拡大

がん補償の健康状態告知書について、質問項目数の削減やがん罹患リス
クと関連性の低い病気の方のご加入を可能とする等、告知内容を大幅に
簡素化するとともにご加入いただける方の範囲を拡大します。

○ みなし通院における「ギプス等」
の規定改定

通院⽇数にかかわる「ギプス等」の規定について、自賠責保険の支払基準
に内容および表現を合わせます。

２ 改定点

このご案内は、2022年10⽉1⽇以降始期の団体総合生活保険の改定の概要を記載したものです。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上⽇
動までお問い合わせください。
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「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」を必ずご確認ください。

*1 現在ご加入の⽅につきましては、上記の申込締切⽇までにご加入者の⽅からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、
当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

＜2022年10月1⽇以降始期契約⽤＞
2023年1月作成 22TX-100029

申込締切⽇ ２０２３年３月１０⽇（⾦）

保険料の払込⽅法
ご指定の⼝座より７⽉２７⽇に引き落とします（⼀時払）。
※加⼊月の翌々月に引き落とし・⾦融機関の休業⽇にあたるときには、
翌営業⽇が引き落とし⽇になります。

新規ご加入の⽅

「加入依頼書」の必要事項をご記入・ご署名のうえ、MHI保
険サービスへご提出ください。
加入依頼書の記入⽅法等につきましては、「加入依頼書の記入
例」をご参照ください。

現
在
ご
加
入
の
⽅

変更を希望される⽅ 上記「新規ご加入の⽅」に記載のお手続きと同様にお手続きく
ださい。更新を希望されない⽅も同様にお手続きください。

前年同等プランで
更新される⽅

今年度の募集パンフレット等に記載の内容にご同意いただける
⽅につきましては、特段のご加入手続き（加入依頼書のご提出
等）は不要です（⾃動更新になります。）。*1

上記申込締切⽇
以降の取扱い

新規加入・加入内容変更の受付を随時させていただきます。詳
しくは下記までお問い合せください。

随時加入
OK︕

お申込み⽅法

現在ご加入の⽅への⼤切なお知らせ
今回更新いただく内容に⼀部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は「団体総合⽣活保険
商品改定のご案内」のとおりとなりますのでご確認ください。

■この保険は、キャタピラージャパン合同会社を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる⽅
とする団体契約です。
保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてキャタピラージャパン合同会社が
有します。

《お問い合わせ先》

代理店

保険会社

MHI保険サービス株式会社
CJ営業部… TEL 0120-768-713 メールメールメールメールcjsagami@mhiins.co.jp 
関西支店… TEL 0120-430-372 メールメールメールメールu-kansai@mhiins.co.jp 
東京海上⽇動火災保険株式会社

事故受付センター（東京海上⽇動安心110番）
TEL︓0120-720-110

（受付時間︓24時間365⽇）

《事故時の連絡先》
MHI保険サービス株式会社代理店

CJ営業部 TEL 0120-768-713
関西支店 TEL 0120-430-372 

本店営業第一部営業第一課… TEL 03-5223-1418
神戸支店企業営業第二ライン（2023年4月1日以降兵庫本部企業営業部営業第二課）… TEL 078-333-7225

https://www.mhiins.co.jpホームページ
アドレス

ホームページ上でもパンフレットをご
覧いただけます。
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